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点検・評価報告書の策定にあたって 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）」において、各教育

委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果

に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが規定されています。 

 本報告書は、効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、法第２６条の

規定に基づき、令和２年度事務の管理及び執行の状況についての点検評価を行ったもので

す。 

 御一読いただき教育委員会の取組について御意見等をお寄せください。 

 北本市教育委員会は、今後も市民の皆様の生涯に亘って学び続ける教育環境の整備・充

実を図るとともに、「共に学び 未来を拓く 北本の教育」を推進してまいります。 

 

 

   令和３年 ８月 

 

                              北本市教育委員会 
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１ 趣  旨 

 

平成１８年１２月２２日に教育基本法が改正され、新しい教育理念の下、地方におけ

る教育行政の中心的担い手である教育委員会の体制強化を目指した、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）も一部改正が行われ、平成２０年

４月からすべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに

公表することが義務付けられました。 

また、点検評価を行う際には、学識経験者の知見の活用を図ることができるとも規定

されています。 

 北本市教育委員会では、この法律に基づき、教育委員会の事務の点検評価を実施し、

更なる改善・改革を推し進め、期待される教育行政に応えてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検評価の対象及び方法 

 

（１）点検評価の対象 

北本市教育委員会では、教育基本法第１７条第２項に基づき、中長期的な視点に立

って北本市教育のあるべき姿を示し、総合的・体系的な教育施策を進めていくことを

目的として、第２期北本市教育振興基本計画（以下、「第２期計画」という。）を策定

し、教育行政施策を推進しています。 

このことから、点検評価の対象は、第２期計画に掲げられた施策としています。 

 

（２）点検評価の方法 

第２期計画は、６つの基本目標に基づく施策を体系化しています。 

このため、点検評価では、第２期計画に掲げられた施策を対象とし、具体的には、

計画を年度ごとに実効性あるものとするために策定した「令和２年度教育行政の重点

【参考】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 



2 

 

施策」に沿って推進した３１の施策に基づく事業の実施状況について、点検評価を行

うこととしました。 

点検評価の実施に当たっては、施策ごとに示された取組に対するその実施状況を参

考としました。 

また、教育に関し学識経験を有する方から、各施策に関する評価をいただくととも

に、全体を通しての講評をいただきました。 

 

（３）外部評価者 

   地教行法第２６条第２項の規定に基づき、学識経験を有する評価者（外部評価者）

として、以下の２名の方に評価・講評をいただきました。 

  

 埼玉大学名誉教授 清 水   誠 （敬称略） 

【略 歴】 昭和５１年 埼玉大学教育学部附属中学校 教諭 

      平成 ３年 埼玉県教育局北足立北部教育事務所指導課 指導主事 

      平成 ７年 埼玉県教育局指導部指導第一課 主任指導主事 

      平成 ９年 埼玉大学 教育学部 助教授 

      平成１５年 埼玉大学 教育学部 教授 

      平成２０年 埼玉大学教育学部附属小学校 校長併任 

      平成２２年 東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科 教授 

      平成２７年 埼玉大学 名誉教授 

      平成２８年 国際学院埼玉短期大学 教授・学長補佐 

      平成２９年 国際学院埼玉短期大学 教授・副学長 

（現在に至る。） 

 

 元埼玉県教育局南部教育事務所 所長 金 子 美智雄 （敬称略） 

【略 歴】 昭和５１年 埼玉大学教育学部附属小学校 教諭 

      平成 元年 埼玉大学教育学部附属小学校 副校長 

      平成 ６年 大宮市立栄小学校 校長 

      平成 ９年 埼玉県教育局北足立北部教育事務所 所長 

      平成１１年 埼玉県教育局南部教育事務所 所長 

      平成１３年 所沢市立所沢小学校 校長 

      平成１６年 埼玉県公立小学校校長会 会長 

      平成１９年 埼玉栄中学・高等学校 副校長・校長 

      平成２３年 淑徳大学教員養成支援センター 特任教授 

      令和 ２年 埼玉大学同窓会（５学部同窓会連合会）会長 
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３ 令和２年度の基本理念及び基本目標と施策 

 

  令和２年度の北本市の教育における基本理念及び基本目標と施策は次のとおりです。 

 

【基本理念】 

   共に学び 未来を拓く 北本の教育 

 

【基本目標及び施策】 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 

施策２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 

   施策３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 

施策４ 進路指導・キャリア教育の推進 

   施策５ 本物にふれる事業の推進 

施策６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 

 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成  

   施策１ 基本的人権を尊重する教育の推進 

  施策２ 人権啓発活動の推進 

  施策３ 心の教育の推進 

   施策４ ボランティア・福祉教育の推進 

   施策５ 生徒指導・教育相談体制の充実 

施策６ 児童生徒の健康の保持増進 

施策７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 

施策８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

施策１ 小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進 

   施策２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 

     施策３ 教職員の資質の向上 

施策４ 教育環境の整備・充実 

施策５ 学校経営の改革推進 

 Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

  施策１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 

   施策２ 地域の教育推進体制の充実 

施策３ 子供の読書活動の推進 

施策４ 地域活動室事業と学校応援団の活動の推進 
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Ⅴ 生涯学習とスポーツの支援 

施策１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 

  施策２ 学習・活動施設の整備・運営の充実 

    施策３ 文化芸術活動の推進 

   施策４ スポーツ活動の推進 

Ⅵ 文化財保護の推進 

施策１ 文化財保護の調査と研究 

  施策２ 文化財の保存と管理 

  施策３ 文化財の啓発と活用 

    施策４ 郷土芸能の継承と支援 

 

※生涯スポーツ関連事務は令和２年度より市長部局所管事務となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 第２期北本市教育振興基本計画 ～ 
【施策の体系図】 
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４ 点検評価結果の構成 

 

  点検評価の結果については、「５ 施策の取組状況」において、基本目標のもとに設定

した施策ごとの「主な取組」「教育委員会の自己評価」「取組評価」「課題・方向性」を掲

載しています。また、「６ 評 価」において、施策ごとの自己評価及び外部評価者評価

を総括的に掲載するとともに、外部評価者による全体を通しての講評を掲載しています。 

 

＜「５ 施策の取組状況」における凡例＞ 

「事業」 

 第２期計画の各施策の「■主な取組」における事業を示しています。 

 「個別取組」 

   第２期計画に基づき策定した、「北本市教育行政の重点施策」に係る個別取組事項を

示しています。 

「令和２年度 取組状況・実績」  

上記「個別取組」対応する令和２年度の主な取組状況及び実績を示しています。 

「所管課」  

「個別取組」における令和２年度の所管課を示しています。【凡例：教総→教育総務

課、学教→学校教育課、生学→生涯学習課、文化財→文化財保護課】 

「教育委員会の自己評価」及び「取組評価」 

  「令和２年度 取組状況・実績」に対する教育委員会の自己評価を示すとともに、

次の評価記号を用いて、その評価基準を表しています。 

  「ｓ」期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。 

  「ａ」期待水準を上まわる成果を挙げている。 

  「ｂ」期待する成果を挙げている。 

  「ｃ」期待する成果が十分に得られていない。 

  「－」止むを得ない事情（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための事業中 

止等）により評価対象外 

「課題・方向性」 

各施策の事業に係る課題や次年度以降の施策の方向性を示しています。 

 「計画書」 

   第２期計画において掲載されている施策のページを示しています。 

 

＊「５ 施策の取組状況」に記載されている用語の意義については、第２期北本市教育振

興基本計画８４ページから８９ページまでの用語解説の説明を御参照ください。  
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５ 施策の取組状況 

 

 

基本目標Ⅰ 

確かな学力と自立する力の育成 

 

基本目標Ⅱ 

豊かな心と健やかな体の育成 

 

基本目標Ⅲ 

質の高い学校教育の推進 

 

基本目標Ⅳ 

家庭・地域の教育力の向上 

 

基本目標Ⅴ 

生涯学習とスポーツの支援 

 

基本目標Ⅵ 

文化財保護の推進 
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※平成３０年２月に策定した計画の概要版を参考掲載しています。 

 



　　　　施策１　確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善

　　　　施策２　時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進

　　　　施策３　「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組

　　　　施策４　進路指導・キャリア教育の推進

　　　　施策５　本物にふれる事業の推進

　　　　施策６　共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進

基本目標Ⅰ
確かな学力と自立する力の育成

　教育の質を充実させるための土台づくりとして、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進め、これからの
時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるようにします。
　また、時代の変化や社会の変化に対応する教育を推進するとともに、義務教育９年間における学びと育ちの連続性を重視した
教育及び進路指導・キャリア教育を推進することにより、児童生徒の「生きる力」をはぐくみ、一人一人の自己実現を支援しま
す。
　さらに、様々な道の専門家にふれる事業を推進することにより、児童生徒の豊かな感性をはぐくむとともに、特別な教育的支
援を必要とする子供たちに対する支援、指導体制等の整備を推進します。
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事
業

個別取組
令和２年度

取組状況・実績

施策１　確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 P27

○各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立

・地域や学校の実態及び児童生徒の
心身の発達段階や特性を十分考慮
し、教育内容や時間の適切な配分、
必要な人的・物的体制の確保、実施
状況に基づく改善をとおして、教育
課程に基づく教育活動の質の向上に
努めます。

・全中学校区での研究等を活用し、児童生徒の発達の段階ととも
に地域の実態に即した教育課程の実現を目指し、学校訪問や研修
会、研究発表等の機会に指導しました。
・例年通りの授業時数の量的確保はできなかったが、各校の教育
課程の実施状況をより一層適切に把握し、質的向上を目指して各
校に指導しました。
・地域とともにある学校、社会に開かれた教育課程の実現を目指
し、可能な範囲で学校運営協議会の研究に取り組みました。

学
教

・各校の教育指導計画、学習指導案
や研究発表において、小中一貫教育
の視点の深まりが見られました。
・各校の教育課程の実施において
は、コロナ禍に対応する新しい生活
様式を適宜取り入れながら、質的向
上を図りました。
・各種研修会においては、カリキュ
ラム・マネジメントや教科等横断的
な視点で教職員の資質向上を図るこ
とができました。

ｂ

・新たな教育課程に対応するた
め、また、社会に開かれた教育
課程の実現に向け、教育活動の
質の向上を目指した研修や指導
を重ねていきます。
・地域とともにある学校の実現
に向けた研究をさらに進めてい
きます。

○新たな教育課題に対応した教員養成と指導力向上研修【※令和２年度重点項目】

・アクティブ･ラーニング型研修へ
の転換を図り、教師の指導方法につ
いて再構築を進め、教師自身が新た
な指導法を体感できる研修会を実施
します。

・多くの研修会を実施することができませんでした。
・その代替措置として、県の研修等をまとめた資料を送付し、
「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた授業改善を目
指し、各校で研修を実施するよう指導しました。
・学校訪問や研究発表等の機会を活用し、アクティブ・ラーニン
グを取り入れた授業改善の実現に向け、各校に指導しました。

学
教

・研修の回数は少ないものの、教員
の意識を高めるとともに、「主体
的・対話的で深い学び」の視点を取
り入れた授業改善のため、研究を深
めることができました。

ｂ

・定期的に研修を実施し、教員
の日々の実践に活かせるよう、
新しい視点を取り入れた授業改
善に向け、情報共有や研究を継
続していきます。

・学び続ける意欲や思考力・判断
力・表現力などを含めた確かな学力
を確実に身に付けさせるため、意欲
喚起や言語活動の充実を目指した指
導の内容と方法を工夫し、改善を図
ります。

・言語活動の充実、思考力・判断力・表現力の育成、さらには学
力向上課題解決プランとの関連など、各校が特色を生かした教育
課程を編成し、実施しました。
・全校で研究授業、研究協議を実施し、効果的な指導方法の工夫
について検討しました。

学
教

・県学力・学習状況調査の結果分析
を確実に実行させ、各校の課題を掴
ませ、課題に沿った手立てを考えさ
せるとともに、研究授業・研究協議
を通して、言語活動を充実させる効
果的な指導方法を広めることができ
ました。

ｂ

・各校の学力向上課題解決プラ
ンを見直し、取組や実践を活か
すとともに、新学習指導要領を
見通し、さらなる言語活動の充
実、思考力、判断力、表現力の
向上を目指した教育課程の編成
をしていきます。

・教科等横断的視点や発達の段階に
応じた縦の系統的なつながりから学
習の充実を図ります。

・学校訪問や研究発表等の機会を活用し、学習指導要領等を読み
取りながら、各校の児童生徒の姿や地域の実情等と指導内容を照
らし合わせ、教科的な年間指導計画等の在り方について、教科や
学年を超えて、学校の組織として見直しを図るよう指導しまし
た。

学
教

・ＰＤＣＡサイクルによる教育課程
全体の見直しへの理解を管理職や教
員に指導することができました。そ
の上で、学校訪問の際に、各校での
実践を見ることができました。

ｂ

・日々の授業の中で、教科横断
的な視点や系統的なつながりを
意識しながら、効果的な授業改
善を図ることができるよう校内
研修等を通して研究を重ねてい
きます。

基本目標Ⅰ　確かな学力と自立する力の育成

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書



○義務教育９年間における学びと育ちの連続性を重視した小中一貫教育（学校４・３・２制）の推進【※令和２年度重点項目】

・児童生徒の発達段階やその特性に
応じて、適切に支援します。

・小学校における教科担任制を推進するため、非常勤講師を配置
し、高学年の理科を専科で担当させたり、中学校教員が小学校に
出向き、国語、算数、音楽、外国語活動や道徳を担当したりと、
発達段階に合わせた授業の実践を行いました。

学
教

・小・中合同研修会や互いの授業参
観を通じ、９年間の連続性を重視し
た指導を推進し、研究を深めること
ができました。

ａ
・９年間を見通した学びや育ち
の連続性を高めるため、合同研
修の内容を深め、系統的な教育
課程の編成を進めていきます。

・児童生徒や教員相互の交流を活性
化し、互いの学校文化の理解、子供
の指導に関する情報の共有化などを
図ります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、児童生徒や教員
の相互交流は制限された。しかしながら、実施形態等を工夫する
ことで、部活動体験、陸上競技指導、歌声交流会などを実施しま
した。また、教員間交流と相互理解を深めるための小・中合同研
修会を夏季休業中に１回、各学期に１回以上実施し、情報共有を
図りました。

学
教

・教科担任制、小・中相互乗り入れ
による授業及び指導、児童生徒同士
の交流等の実施により、相互理解が
より一層深まり、「中１ギャップ」
の軽減につながり、中学校１年生の
不登校生徒が昨年度に比べ減少しま
した。

ａ

・当該事業に基づく「中１
ギャップ」の軽減への効果、及
び中２段階での不登校軽減への
効果についても、引き続き研究
していきます。

○きめ細かな学習指導を展開するための少人数学級の充実

・小１、小２における３０人程度学
級、小３、小４における３５人程度
学級を実施し、個に応じた指導や発
達段階に応じた指導を行うことで、
規律ある態度の育成や学力向上を図
ります。

・小学校４校を県の「少人数学級編制に係る研究指定校」として
指定し、各校第２学年において少人数学級を編制し、個に応じた
指導や発達段階に応じた指導を実施しました。基本的な生活習慣
や規律を身に付ける発達段階である小学校の低学年においてきめ
細かな指導をすることで、学力向上にもつながるよう指導を行い
ました。

学
教

・低学年における少人数学級の実施
に伴い、きめ細かな学習指導や個に
応じた指導が実現し、児童の規律あ
る態度の育成や学力向上を図ること
ができました。

ｂ

・市費採用教員の任用が困難と
なってきていることを受け、県
の少人数学級編制に係る研究指
定制度を積極的に活用していき
ます。

・少人数学級での研究授業を実施す
ることで、教師の指導力を高め、学
力向上へつなげます。

・「少人数学級編制に係る研究指定校」として指定した学校で
は、研究授業及び研究協議を１～２回実施しました。研究協議で
は、南部教育事務所及び市教委指導主事より授業改善のための指
導・助言を行いました。

学
教

・研究授業及び研究協議を通して、
指導力の向上を図ることができまし
た。

ｂ
・県の少人数学級編制に係る研
究指定を受け、研究授業を実施
し、教師の指導力の向上を高め
ていきます。

○学力調査や満足度調査など各種調査を活用した児童生徒の実態把握と実効ある対策の実施及び評価

・各校で学力の課題を設定し、実効
ある対策と学力向上プランをもと
に、授業の工夫をするとともに、学
力向上推進委員会でその達成度を評
価します。

・各校において、全国、県の学力・学習状況調査の結果を受け、
学力向上プランを見直し、それに基づいた取組を行いました。
・各校の具体的な取組の共有化を図り、学力調査を活用した実効
ある対策の実施を促進するため、各校代表者を集めた学力向上推
進委員会を開催しました。（７月、２月開催）

学
教

・各校において学力の課題解決に向
けて、検証改善サイクルに基づいた
取組を進めました。また、学力向上
推進委員会で、優れた実践の共有化
を図り、授業の工夫改善につなげる
ことができました。

ｂ
・課題解決に向けて、学力向上
プランの見直しを行い、プラン
に沿った実践を行っていきま
す。

・学校生活を調査するアンケートを
実施することで、児童生徒一人一人
の状況、クラス全体の状況を把握
し、学級経営の改善を図るととも
に、学力向上やいじめ、不登校など
の課題の解決を図ります。

・小学校では「なかよしアンケート」、中学校では「生活アン
ケート」という名称で、学校生活の悩みや家庭の様子が分かるア
ンケート調査を全児童生徒から行いました。夏休みを除いて毎月
行い、児童生徒一人一人の実態把握ができました。アンケートの
内容を、担任・学年主任・管理職による複数の目でチェックし、
児童生徒の支援・見守りに関する情報を学校全体で共有しまし
た。

学
教

・定期的にアンケート調査を行うこ
とで、児童生徒が抱える悩みや家庭
環境などの把握に効果的でした。
・調査内容で、担任等が気になるこ
とがあったら、すぐに聞き取り調査
を行うことができ、早期発見・早期
対応を行うことができました。

ｂ

・登校児童生徒のアンケート調
査は確実に実施できています
が、不登校児童生徒に関して
は、アンケートの送達確認が困
難な部分もあるため、家庭と協
力・連携のもと、実施していき
ます。

○地域の教育力を活用した夜間補習「ナイトスクール」及び土曜日・長期休業日における補習の推進

・学ぶ意欲を支え、学力の向上を図
ることを目的に、中学生の希望者を
対象とした夜間補習「ナイトスクー
ル」及び各校において土曜日・長期
休業日における補習を、教員ＯＢ等
の協力のもと実施します。

・「ナイトスクール」の実施は見送りました。
・土曜日・長期休業日における補習は各校の実態に応じて、５～
１０回程度実施しました。

学
教

「ナイトスクール」の実施は見送り
ましたが、土曜日・長期休業日等に
各校で補習を行い、学力の向上を図
りました。

ｂ

「ナイトスクール」は、学ぶ意
欲のある中学３年生を対象に、
基礎学力の定着を図るため、講
師として地域の方・教員ＯＢ・
教員の協力のもと進めていきま
す。
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施策２　時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 P29

○国際理解教育の推進

・ＡＬＴを計画的に配置するととも
に、ＡＬＴを活用した企画を立案・
実施し、児童生徒のコミュニケー
ション能力を高めさせる英語教育の
充実を図ります。

・派遣業務委託業者を通じ、様々な出身国のＡＬＴを６人任用
し、２校に１名の割合で配置しました。
・派遣業者のコーディネーターと連携を密に諸課題について情報
共有をするとともに、適宜授業観察やＡＬＴに対して指導助言を
行いました。
・「イングリッシュ・サマー・プログラム（ＥＳＰ）」の実施は
見送りました。

学
教

・ＡＬＴの研修を月１回程度、オン
ラインで実施し、効果的な活用を行
うことができました。
・派遣業者のコーディネーターと連
携を図り、迅速な対応をとることが
できました。

ｂ

・新学習指導要領が全面実施に
合わせた指導の在り方や効果的
なＡＬＴの活用の在り方につい
てより一層研究してまいりま
す。

・わが国の伝統文化を理解し、尊重
する態度をはぐくむとともに、諸外
国の文化に対する理解を深め、広い
視野をもった児童生徒を育てる教育
を推進します。

・小学校の外国語活動や中学校の英語の授業、総合的な学習の時
間等をとおして諸外国の文化に対する理解を深め、国際性を養う
と共に、視野を広めることができました。

学
教

・各校でのコミュニケーション活動
の中で外国の文化や習慣に関して理
解を深めることができ、総合的な学
習の時間で国際理解を取り上げ、
個々の課題意識に基づいて調査・ま
とめ・発表活動を行うことができま
した。

ｂ

・英語教育に系統性を持たせ、
総合的な学習の時間においては
各校に取り上げた内容を共有し
発展性のある実践を行います。
・オリ・パラと関連させ、受け
入れる２か国の伝統や文化への
理解を深める教育を推進しま
す。

・小学校段階からの外国語活動をさ
らに推進するために、長期休業期間
等を活用した、児童・教職員対象の
外国語活動研修を実施します。

・各種研修会の実施を見送りました。
・代替措置として、外国語活動・外国語の効果的な授業実践につ
いてまとめた資料を各校へ送付し、指導方法の共有化をはかりま
した。

学
教

・各校に資料配布をしたことで、外
国語活動、外国語の授業における指
導方法の共有を図ることができまし
た。

ｂ

・小学校の外国語の教科化に鑑
み、長期休業中に研修を行い、
校内での中核となる教員を育成
していきます。
・英語専科教員の配置により、
小学校の英語教育の質を高め、
専科ではない担任の英語指導力
の向上を図ります。

・多様な価値観を受容し、外国語も
含めたコミュニケーション能力を高
める教育の充実を図ります。

・外国語教育に係る研修会の実施は見送りました。
・学校訪問や研究発表等の機会を活用し、学習指導要領等を読み
取りながら、コミュニケーション能力を高める言語活動等の取組
の情報共有を行いました。

学
教

・学校訪問等の機会に、児童生徒の
コミュニケーション能力を高める授
業内容の工夫改善について情報共有
を図ることができました。

ｂ
・教科横断的な視点を取り入
れ、主体的に児童生徒が取組む
ことができるよう指導方法を引
き続き研究してまいります。



○情報教育の推進

・情報モラル教育の徹底を図るた
め、教職員対象の研修会を実施しま
す。

・学期に一度、健全育成会議を通して、情報モラル教育の理解を
深めるため、県の資料等を活用して実施することができました。

学
教

・健全育成会議やいじめ非行防止
ネットワークチーム会議において、
ＳＮＳ上のトラブルに関する事例や
「ネットいじめ」について取り上
げ、対策の在り方等について指導を
行いました。

ｂ

・倫理確立委員会等を活用し、
各校の情報セキュリティポリ
シーに則った、教職員の情報セ
キュリティの意識の向上を図り
ます。

・校内ＬＡＮを活用した情報の共有
化を図り、校務の効率化と効果的な
授業の実現を図ります。

・ＧＩＧＡスクール構想を受け一人一台端末の導入を進め、その
活用促進を図るため、教職員向けの研修会を行いました。
・校務の適切な効率化を目指し、中学校における新学習指導要領
に対応したシステムのカスタマイズを行いました。

学
教

・各校の推進リーダーが研修で指導
できるよう、環境整備や研修を実施
できました。
・システムのカスタマイズにより、
各校の教職員の負担軽減につながり
ました。

ｂ
・新しい時代を見据え、関係課
と連携しながら情報機器等のさ
らなる充実を図って行きます。

・インターネットなど多様なメディ
アを活用した教育の充実を図りま
す。

・各教科や領域において、調べ学習の際に、インターネットをは
じめとする各種メディアを積極的に活用しました。

学
教

・各校における推進者を育成すると
ともに、効果的なインターネットの
活用方法について研究を重ねること
ができました。

ｂ
・ＩＣＴの整備計画に基づき、
インターネットを活用した効果
的な教育実践の在り方について
研究していきます。

・小学校におけるプログラミング教
育の推進を図ります。

・プログラミング教育に関する研修の実施は見送りました。
・学校訪問等を活用し、各教科におけるプログラミング教育の推
進について指導しました。

学
教

・各校の教育指導計画にプログラミ
ング教育が位置づけられており、意
識的な取組が見られました。

ｂ

・プログラミング教育の推進を
継続しつつ、ＩＣＴの整備計画
に基づき、一人一台環境におけ
る効果的な教育実践の在り方に
ついて研究していきます。

12
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○環境教育の推進

・ＳＤＧｓの目標１２～１５に焦点
を当て、学校生活や家庭生活で、自
然を大切にする思いをはぐくみ、限
りある資源を安全に、かつ、大切に
活用する持続可能な社会を目指すた
めの教育を推進します。

・児童生徒の環境問題についての意識高揚を図るため、各小・中
学校において、県が進めるエコライフＤＡＹの取組に協力し、実
施しました。
・学校の実態に応じて、児童会・生徒会によるリサイクル活動
（アルミ缶回収やペットボトルキャップ回収等）を行い、児童生
徒自身による主体的な活動を推進しました。

学
教

・エコライフＤＡＹやリサイクル活
動に、児童生徒が主体的に取り組む
ことで、ＳＤＧｓの理念や目標を共
感的に理解し、意欲的に実践しよう
とする意識の向上が見られました。

ｂ

・取組の推進には、家庭や地域
との共通理解や協力が不可欠な
ので、今後も学校から積極的に
発信するとともに、様々な活動
と関連付けながら推進していき
ます。

・校地内の緑化運動を推進し、学校
のうるおいのある環境を整備すると
ともに、児童生徒の自然を大切にす
る心の育成を図ります。

・各校に整備されている学校ファーム（体験農場）での体験活動
の他、動植物の飼育栽培、花植えや草取りなどの体験を行い、児
童生徒が自然に触れあう機会を意図的に設けました。
・学校ファームの取組では、県から苗や農業資材の提供を受け、
学校の緑化運動の支援を行いました。

学
教

・校内での様々な体験活動により、
児童生徒が自然を大切にしようとす
る意識の高揚につながりました。
・収穫した農作物を食べるなど、児
童生徒の実生活に即した取組にな
り、緑化から環境保護や食育にもつ
なげることができました。

ｂ

・県と連携した学校ファームの
取組を今後も継続し、児童生徒
が持続的に自然や緑化に対する
意識を高められるようにしま
す。

・地域の人々と連携し、校外での農
業体験や自然学習センター等の施設
を活用した自然にふれあう教育を推
進します。

・地域の実態に応じて、地域の農場での作業体験や収穫体験等を
行いました。
・市内の自然学習センターでは、児童生徒の校外学習等で協力を
していただき、身近な施設での充実した体験学習や研修を行いま
した。

学
教

・地域の方々に農場での作業体験・
収穫体験、自然学習センターのご協
力をいただき、校内ではできない貴
重な体験学習により児童生徒の充実
した教育活動ができました。

ｂ
・地域の協力を引き続き得られ
るよう、学校と地域の連携・協
働を深めていきます。

○学校図書館教育の充実

・児童生徒の望ましい読書習慣の形
成を図るため、学校の教育活動全体
をとおして、多様な指導の展開を図
ります。
【※令和２年度重点項目】

・朝読書の習慣化の他、図書に関わる集会や児童会・生徒会活動
等を各学校で計画し、多様な視点で読書習慣の形成を図りまし
た。
・学校図書館の学習情報センターとしての機能を充実させ、授業
等での調べ学習の推進を図りました。

学
教

・全校で、調べ学習で学校図書館を
活用しているとともに、児童会・生
徒会活動を中心として展示やイベン
ト等を実施し、読書習慣の形成を図
りました。

ｂ
・各校の図書館が、市立図書館
とも連携しながら児童生徒の読
書習慣の形成を図るシステムづ
くりも検討していきます。

・読み聞かせや朝読書等により、読
書活動のきっかけをつくり、習慣化
を図ります。

・全校で、朝読書に取り組みました。
・小学校においては、地域の教育力を生かしながら本の読み聞か
せを行い、読書に親しむ機会を設けました。

学
教

・朝読書や読み聞かせを中心とし
て、児童生徒の読書の習慣化が図れ
ました。

ｂ
・保護者からは学力向上のニー
ズも高く、読書の推進との両立
を図りながら推進していく必要
があります。

・全校に専門的な知識をもつ司書教
諭を配置するとともに、資格取得の
ための環境づくりに努めます。

・各校における読書推進や学校図書館教育の充実を図るため、司
書教諭配置基準に則り、司書教諭を配置しました。（全１２校中
１１校で発令）
・専門的知識を有する司書教諭、図書主任、学校図書館指導員が
連携しながら学校図書館を運営するよう指導しました。

学
教

・学級数の規定による配置義務９校
に対して、１１校に司書教諭を配置
しました。
・学校図書館においては、司書教諭
と図書主任、学校図書館指導員が連
携して運営するよう指導しました。

ｂ

・各校、地域の実態に応じて最
大の教育効果を生み出す学校図
書館教育の実践に向け、今後も
司書教諭の有効活用を図ってい
きます。

・全校に指導員を配置し、読書環境
の整備と質の高い読書活動の推進を
図ります。

・全校に学校図書館指導員を配置しました。
・人のいる温かみのある学校図書館、読書・学習情報センターと
しての機能をもつ学校図書館の充実を目指し、情報共有を図りま
した。
・研修会の実施は見送りました。

学
教

・学校訪問の際に情報共有を図り、
市内の効果的な事例を周知し、学校
図書館指導員の資質向上を図りまし
た。

ｂ
・蔵書管理の電子化など、読書
環境をより整えていく必要があ
ります。



施策３　「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 P31

○「学力」・「規律ある態度」・「体力」の基礎的･基本的な内容を確実に身に付けさせる教育の推進

・児童生徒が「読む・書く」・「計
算」の基礎的・基本的な知識及び技
能を確実に身に付けることができる
よう指導体制や指導方法の工夫・改
善を行い、教育活動の充実に努めま
す。

・教育に関する３つの達成目標の理念を基に規律ある態度の育成
を目指すため、小中一貫教育を通して実施された小・中共通した
生活習慣（学級経営を軸に）や学習習慣を身に付ける取組が研
究・実践されました。
・学力向上推進委員会において、県学力・学習状況調査の活用方
法等研修や、県の効果ある取組の紹介等を行いました。ＰＤＣＡ
サイクルを意識した学力向上プランの見直しを図り、基礎学力を
確実に身に付けることができるよう、指導方法の改善を行いまし
た。

学
教

・新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策を講じた上で工夫ある教育課
程を実施し、発達段階に応じた取組
の実践し、基礎的・基本的な知識及
び技能の定着に努めました。
・各校に県のコバトン問題集等ワー
クプリントの活用実践が充実してき
ました。

ｂ

・学校訪問の際、検証結果で定
着が不十分であった分野の取扱
を丁寧に行うよう指導していき
ます。
・各校に県のコバトン問題集等
ワークプリントの継続した活用
を促していきます。

・学習指導要領の趣旨に沿って、育
成を目指す資質・能力を明確化しま
す。

・言語活動の充実の対応などを行うとともに、南部教育事務所や
市教委による全校への学校訪問等をとおして、学習指導要領の趣
旨に沿った取組を適切に行っているかの確認を行いました。特
に、道徳の教科化及び外国語活動・外国語の実施に向けて、指導
内容・指導方法の確認をしました。

学
教

・学力向上プランの作成見直しを行
うことで、指導内容、指導方法の見
直しを図りながら、児童生徒に付け
させたい力を確認することができま
した。

ｂ
・学習指導要領の趣旨に沿っ
て、授業を進められるように、
学校訪問や、各研修会で確認し
ていきます。

・礼儀正しく人と接する習慣を身に
付けるため、各校であいさつ運動を
実施します。

・各校において、あいさつ運動を実施しました。
・全中学校区で小・中学校児童生徒合同のあいさつ運動の実施は
見送りました。

学
教

・活動の振り返りを取り入れ、取組
の意味や大切さなども理解して行え
るような改善がみられました。

ｂ

・今後もあいさつ運動等を形骸
化させず、小中連携を通して、
中学生があこがれの存在とな
り、自尊心を高められるよう工
夫していきます。

・「体力」について、児童生徒一人
一人の体力向上目標値を設定するな
ど、体力向上に取り組みます。

・新体力テストの統一実施は見送りました。
・各校において体力の維持・向上のために対策を講じた取組を実
践しました。また、自己の体力に応じた課題が克服できるような
活動を授業に取り入れるよう各校へ指導しました。
・これまでの自身の伸びを確認できるよう、個人結果は保管し、
次年度への引き継ぎを各校へ指導しました。

学
教

・各校において、児童生徒の実態に
応じた取組を実践することができま
した。。
・授業においては児童生徒の課題に
応じた場の設定が小学校だけではな
く中学校でも見られました。

ｂ

・授業において、児童生徒の課
題に応じた場の設定をするだけ
ではなく、児童生徒一人一人の
状況に応じた声掛けや指導を教
員が行えるよう、研修を通して
教員の意識を高めていきます。

○知識の理解の質を高め、確かな学力を育成する教育の推進

・児童生徒一人一人の学力の向上や
生きる力を育てるため、発達段階と
各小・中学校の実態を踏まえなが
ら、地域の教育力を活用した学習の
支援を実施します。

・児童・生徒の発達段階に応じた指導を研究するために、市内各
校を４つの中学校区に分け、学校や地域の実態に応じた研究を進
めました。
・各校において、学校や地域の実態に応じた、地域の力を学習指
導に生かす取組を実施しました。

学
教

・各中学校区の実態に合わせた研修
を、各校が連携しながら行うことが
できました。
・地域の力を学習指導に取り入れ、
昔遊びや棚田づくりなど、地域の伝
統を学校教育に取り入れることがで
きました。

ｂ

・今後も、中学校区における小
中一貫教育の中で、学習指導の
研究を進めていくとともに、よ
り積極的に地域の力を学習指導
に取り入れていきます。
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施策４　進路指導･キャリア教育の推進 P32

○積極的な進路相談の実施

・児童生徒が明確な目的意識をもっ
て、主体的に自己の進路を主体的に
選択できる能力を身に付けられるよ
う、発達段階に応じた進路指導・相
談を含めたキャリア教育を実施しま
す。

・児童生徒の発達の段階に合わせ、将来への夢や希望をもたせる
とともに、職業選択の課題をもたせながらキャリア教育を推進し
ました。職業調べや上級学校調べ等を行い、知識を深めました。
・キャリアパスポートの実施により、児童生徒のキャリア発達を
小中で一貫して行いました。
・各校で二者面談や三者面談を実施し、進路相談の機会を設けま
した。

学
教

・特別活動を中心として、小中で一
貫したキャリア教育を推進しまし
た。
・各校の実態に応じて、児童生徒や
保護者との面談を実施し、学校・家
庭が共通理解を図り、児童生徒の進
路指導を行いました。

ｂ

・主体的な職業意識の形成に資
するよう、体験活動との連携を
図りながら、キャリア教育を推
進していきます。
・各校の進路指導・キャリア教
育の年間計画において、小中一
貫の視点をさらに充実させてい
きます。

○家庭や関連機関との連携の強化

・学校だより、家庭教育講演会等で
進路選択に関する家庭での教育を啓
発・支援するとともに、地域や関係
機関と連携した講演会等を開催しま
す。

・家庭と連携したキャリア教育を推進するため、「学校だより」
等でキャリア発達に資する情報発信や啓発等を行いました。
・中学校では、「進路だより」や「学年だより」において進路情
報等の発信を行いました。
・各校の実態に応じて、地域の職業人や関係機関の方に学校の教
育活動に参加していただいた他、進路講演会等を実施しました。

学
教

・各種たより等により、家庭への情
報発信や意識の啓発を図ることがで
きました。また、保護者との面談で
も取り上げ、家庭との連携を強化で
きました。
・児童生徒の状況により、教育セン
ターやスクールソーシャルワーカー
等の関係者とも連携を図り、進路指
導を実施しました。

ｂ

・家庭環境の多様化等により、
家庭と学校、関係機関との連携
をさらに深める必要があること
から、今後も検討を続けていき
ます。

○職場体験の充実

・企業や施設などにおける職場体験
を関係機関と一体となって実施し、
実践的な職業教育を充実させます。

・全中学校第２学年の職場体験の実施は見送りましたが、各校で
代替の教育活動を行い、充実に努めました。

学
教

・体験的な学習の機会が失われたも
のの、特別活動や総合的な学習の時
間で可能な限り職業意識の高揚を図
りました。

ｂ
・感染拡大の収束後、再び職場
体験で地域の協力を得られるよ
う、引き続き連携を図っていき
ます。

○職業教育･産業教育の推進

・社会人や職業人として、自立でき
るよう､地域や産業界と連携･協力
し、望ましい職業観･勤労観を育成
します。

・児童生徒の望ましい職業観や勤労観を育むため、各小学校にお
いて工場見学等を実施しました。（訪問先：グリコピアイース
ト、スーパーマーケット等）

学
教

・体験的な学習の機会を削減せざる
を得なかったものの、可能な範囲で
地域との連携を図って実施しまし
た。

ｂ ・引き続き、地域の産業界と連
携・協力していきます。



施策５　本物にふれる事業の推進 P33

○学校クラスコンサートの実施

・児童を対象に、ピアノ、フルー
ト、バイオリン等の演奏者を招き、
クラスごとのミニ演奏会を実施しま
す。息遣いを感じるほど近くで演奏
を聴くことにより、音楽性を高める
とともに感動する心を養います。

・事業の実施を見送りました。
学
教

・次年度開催に向けた準備や検討を
進めました。 －

・各小学校との日程調整につい
て連携を図り、円滑な演奏者の
派遣を計画的に実施していきま
す。

○ふれあい講演会の実施

・様々な職業や経歴の方を講師に招
き、直に生き方の指針や社会人とし
てのマナーなどを学びます。

・生き方の指針や社会人としてのマナーなどを直に学ぶため、北
本中学校で講演会を実施しました。（バスケットボール元日本代
表選手：池田　麻美氏）

学
教

・元プロ選手を招き、講演会をとお
して生き方や社会人のマナーを学ぶ
ことができました。

ｂ
・中学生にとってこれからの生
き方の参考になるよう、多様な
分野の第一線で御活躍の講師の
人選を計画的に行います。

○こころの教育推進事業の実施（ふれあい活動）

・小学校にスポーツをはじめ、さま
ざまな分野の専門家（プロフェッ
ショナル）の方々を招き、学校内で
のふれあい活動、教員対象の研修会
を行うことで、児童の豊かな感性を
はぐくむとともに、教員の教科指導
力の向上を図ります。

・事業の実施を見送りました。
学
教

・次年度開催に向けた準備を進めま
した。 －

・児童の豊かな感性をはぐくむ
とともに、教員の指導力の向上
も図れるような事業の工夫につ
いても検討していきます。

○日本の音楽（民謡）にふれる教室の実施

・市民団体等と協力し、民謡で使用
する楽器に直接ふれ、演奏を体験す
るなど、通常の授業では体験できな
い民謡の世界を学びます。

・事業の実施は見送りました。
・北本市民謡協会の協力を得る機会は見送りましたが、各小学校
で工夫して、民謡や伝統音楽、和楽器等の日本の伝統芸能に触れ
る機会を確保しました。

学
教

・授業へ北本市民謡協会の協力を得
ることはできなかったが、今後も、
授業では体験できない民謡の世界を
４年生の児童に味わわせていきた
い。

ｂ
・今後も民謡協会と連携のも
と、ゲストティチャーとして招
き、日本の伝統芸能にふれる重
要な機会を提供していきます。
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施策６　共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 P34

○「心のバリアフリー」を進める教育の推進

・支援籍を置くことで、特別支援学
校（学級）と市内小・中学校の教職
員が連携し、障がいのある児童生徒
の教育的ニーズに合った支援計画を
立て、その計画を基に特別支援学校
と市内小・中学校の児童生徒が一緒
に学び、交流を深めます。

・支援籍を希望する特別支援学校に通う児童生徒が、居住する区
域の小・中学校に支援籍を置き、その小・中学校の児童生徒と感
染症対策を講じた上で規模を縮小した直接交流や間接的な交流を
行いました。近隣の特別支援学校と連携して支援籍の基礎名簿を
作成しました。

学
教

・規模を縮小しての実施となちまし
たが、支援籍を置く学校で、通常学
級と特別支援学校の児童生徒が交流
し、障がいを抱えた人への正しい理
解を深めるとともに、交流をとおし
て支援籍の児童生徒が所属感を持つ
ことができました。

ｂ

・支援籍学習に対する理解をさ
らに深め、特別支援学校に通う
児童生徒の個にあった支援の方
策を、在籍校と支援籍校で共有
するため、一層の連携を図りま
す。

○障がいのある児童生徒への社会で自立できる自信と力をはぐくむ教育の推進

・幼児期からのきめ細かな支援体制
で、個に応じた支援計画をもとに継
続した指導を実践します。

・児童発達支援センターにおいて保護者向けに就学支援について
の話（６月、２回実施）をするとともに、保護者に対して就学先
の小学校の特別支援学級及び通常学級への見学会を実施しまし
た。さらに、相談があった幼児の行動観察を行うため、保育園や
保育所、幼稚園に行き、実態の把握を行いました。

学
教

・児童発達支援センターと市教委で
連携したり、保護者と就学相談を実
施して子供の教育的ニーズに応じた
支援について検討したりすることで
スムーズな教育相談を実施すること
ができた。また、個別の指導計画を
作成した。

ｂ

・障がいのある子供の保護者
は、大きな悩みを抱えている
ケースがあるため、情報提供と
意思疎通により、個に応じた支
援策を立てていきます。



○特別支援学級や通級指導教室の特性を生かした特別支援教育の充実【※令和２年度重点項目】

・特別支援学級や通級指導教室にお
いて、保護者との合意形成に基づき
合理的配慮を実施し、一人一人に応
じた個別の指導を行い、適切な支援
に取り組みます。

・児童生徒の状況に合った適切な支援を行うため、各校におい
て、個に応じた個別の指導計画を作成・活用し、指導に取り組み
ました。指導計画の作成に当たっては、保護者と十分に連携し、
同じ方向性で足並みを揃えて支援できるように取り組みました。

学
教

・児童生徒の個に応じた指導計画を
作成するに際し、保護者面談や電話
相談等を繰り返し、必要に応じて見
直しを行うなど、丁寧な対応を重ね
ながら、保護者との合意形成を図る
ことができました。

ｂ
・個別の支援を充実させるため
保護者と連携を図り、施設や支
援員の効果的な活用を推進して
いきます。

○特別支援学級及び通常の学級における支援員の有効活用【※令和２年度重点項目】

・特別支援学級における支援が必要
な児童生徒の補助として小・中学校
に支援員を配置したり、通常学級に
おける支援が必要な児童への補助と
して各小学校に支援員を配置した
り、教育活動の充実を図ります

・各校の通常学級や特別支援学級の実態に応じ、一人一人のニー
ズや支援の必要性を把握したうえで、適切な人事配置を行いまし
た。
（小・中学校合計２２人《通級指導教室を含む》、特別支援学級
１学級あたり0.85人配置）
（学力向上支援員　小学校１６人（１校あたり１～３人配置））

学
教

・学級担任と支援員が、児童生徒の
状況に応じて役割分担し、きめ細か
な指導と個に応じた支援を行うこと
で、効果的な学習指導が実施できま
した。

ｂ
・支援員の配置を計画的に行
い、個に応じたよりきめ細かな
指導計画や支援計画を立て、実
践していきます。

○ＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉症スペクトラム障害等の児童生徒の理解と指導の充実

・特別支援教育コーディネーターを
配置し、研修により資質の向上に努
めます。

・ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒の理解を深めると
ともに、速やかな保護者対応を可能にするため、各校に特別支援
教育コーディネーターを計１２人配置しました。県主催の研修は
中止となりました。
・発達障害の基礎理解について学ぶため、県福祉部と県教育委員
会の共催の「幼保から小学校へ支援をつなぐ特別支援教育研修」
に参加しました。

学
教

・全校に特別支援教育コーディネー
ターを配置し、校内の特別支援教育
の推進役となりました。配慮を要す
る児童生徒への適切な支援の実践を
図ることができました。
・各校の特別支援担当者が発達障害
の基礎理解について学ぶ特別支援教
育研修（令和２年度はオンライン研
修）に参加しました。

ｂ

・児童生徒の様子を理解し、個
に合った支援を確立するため、
騎西特別支援学校や川島ひばり
が丘特別支援学校のコーディ
ネーターと計画的に連携してい
くとともに、各種研修を実施
し、各校の特別支援担当者の資
質向上に努めます。
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○適正な就学相談・就学支援の推進

・専門的な立場の方や就学に係る専
門委員の参観・協議のもとで、適切
に就学先を判断し、保護者に対して
支援を行います。

・各校及び特別支援学校のコーディネーターや医師等を就学支援
委員会委員として任命し、就学支援委員会を開催しました。それ
ぞれの立場からの意見を伝え、子供一人一人の就学先を慎重に審
議するとともに、保護者との面談も含めた支援を実施しました。
（全体会５回開催・専門委員会１回開催）

学
教

・就学支援委員会では、細かな観点
から児童生徒の就学先についての情
報を収集し、よりよい支援を検討し
ました。
・保護者との合意形成のもと、就学
先を決定することができました。

ｂ

・各児童生徒の状態に応じ、児
童生徒の様子を理解し、個に
合った支援を確立していくとと
もに、医師や特別支援学校コー
ディネーター等の専門家と引き
続き連携していきます。

○インクルーシブ教育システムの構築やユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりの推進

・インクルーシブ教育システムの構
築に向け、個別の教育支援計画や基
礎的環境整備の充実を図ります。

・障がいの有無に関わらず、個に応じた指導や支援ができるよう
に、必要に応じて、個別の支援計画を作成しました。

学
教

・配慮を要する児童に対して、一年
ごとに途切れてしまう支援ではな
く、継続的な支援ができました。

ｂ
・保護者の願いや、児童の実態
に合わせた指導や支援ができる
ように、支援計画を随時見直す
よう指導していきます。

・教室内の掲示物などを含め、ユニ
バーサルデザインの視点を取り入れ
た学習環境や授業の改善を図りま
す。

・障がいの有無に関わらず、誰でも学習しやすい環境を目指し、
教室掲示や授業展開について改善を図りました。

学
教

・教職員の意識の高まりが見え、ど
の児童生徒にとっても学習しやすい
教室環境となりました。

ｂ
・ユニバーサルデザインについ
て、継続して指導していきま
す。



　　　　施策１　基本的人権を尊重する教育の推進

　　　　施策２　人権啓発活動の推進

　　　　施策３　心の教育の推進

　　　　施策４　ボランティア・福祉教育の推進

　　　　施策５　生徒指導・教育相談体制の充実

　　　　施策６　児童生徒の健康の保持増進

　　　　施策７　運動習慣の形成と体力向上の推進

　　　　施策８　安全教育の推進と安全管理の徹底

基本目標Ⅱ
豊かな心と健やかな体の育成

　幼児から高齢者に至るそれぞれの年代において、相手を思いやる心、感動する心など、人権を尊重する意識を育て、差別のな
い社会を目指すため、人権啓発活動の推進を図ります。
　学校においては、他人を思いやる心や公共の精神を養うため、特別の教科道徳を要とした心の教育やボランティア・福祉教育
の充実を図るとともに、いじめや不登校、暴力行為などの問題解決に積極的に取り組みます。
　また、児童生徒の健康の保持増進、体力向上などを図るとともに、交通安全や防災などの安全教育の推進に努めます。
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事
業

個別取組
令和２年度

取組状況・実績

施策１　基本的人権を尊重する教育の推進 P37

○人権教育推進体制の充実

・小・中学校における人権教育全体
に係る計画を整備し、その充実を図
るとともに、児童虐待対応の中心と
なる教職員対象研修の充実を図る。
また、家庭や地域の関係機関と連携
を深め、児童虐待を防止します。

・全校の教育指導計画の中に、人権教育を位置付けました。
・人権教育が、学校における全ての教育活動を通じて行われるよ
う、指導しました。
・各校の教職員研修では、県教育委員会作成の対応マニュアルや
研修資料を活用するよう指導しました。
・県主催の児童虐待対応研修会に参加し、その内容を全校に伝達
し、教職員の資質向上を図りました。

学
教

・各校の人権教育の指導計画が、系
統的・計画的に児童生徒の人権意識
の高揚につながるものとなりまし
た。
・県教育委員会の研修資料等を、全
校で活用することで、学校内での共
通理解を図ることができ、組織的に
児童虐待防止に取り組む体制づくり
を推進できました。

ｂ

・様々な人権課題の解決に向
け、児童生徒の人権意識を高め
るとともに、教職員に対しても
指導力向上を目指した研修会を
実施します。
・各校が児童虐待防止に向けて
共通行動のもとに組織的対応が
できるよう、今後も研修に努め
ます。

○学校教育及び社会教育における人権教育の推進

・小・中学校における人権教育研修
会を実施し、教職員の人権意識の高
揚を図るため、人権感覚育成プログ
ラムの活用を図ります。

・各校における人権教育を推進するため、人権教育担当者による
人権教育推進委員会を３回開催しました。
・人権教育推進委員会にて人権感覚育成プログラムの紹介、実践
事例等を紹介し、各校で活用を推進しました。
・南部地区人権教育実践報告会は中止となりました。
・現地研修の実施は見送りました。

学
教

・各校においては、人権教育推進委
員会の研修内容を周知し、教職員の
人権意識の高揚を図りました。
・人権教育の指導計画に基づき、効
果的な研修を行いました。

ｂ

・様々な人権課題を数年単位の
計画で網羅できるよう研修内容
を見直し続けるとともに、各校
の人権教育の指導者を育成して
いきます。

・各種の人権課題に応じた社会教育
講座や各公民館における人権教育研
修会を実施します。

・地域における人権教育推進者の育成のための生涯学習人権講座
研修会（10月～1月に4回開催、延べ107人参加）、公民館ごとに
行う公民館等における人権教育研修会（3回開催、延べ77人参
加）を実施しました。また、同和問題に対する理解を深めるた
め、生涯学習人権講座研修会で同和問題についての講座を設け、
実施しました。（11月26日開催、27人参加）

生
学

・生涯学習人権講座研修会で、高齢
者、インターネット、同和問題、障
がい者の人権についての講座を開催
し、市民の人権意識の高揚を図るこ
とができました。

ｂ

・人権講座の内容を工夫し、さ
らに多くの講座参加を促進し、
家庭でも、親子で人権を考えて
いくことができるよう、人権を
テーマにした映画の上映や研修
実施を推進していきます。

基本目標Ⅱ　豊かな心と健やかな体の育成

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書



○男女共同参画社会の確立に向けた教育の推進

・次世代を担う子供たちへの男女共
同参画の意識づくりをするため、学
校や家庭における男女の人権を等し
く尊重する男女平等教育を推進しま
す。

・全校で、人権教育の指導計画に男女平等教育を明確に位置付け
るとともに、社会科や特別の教科、道徳をはじめとして、教科等
横断的な視点で男女平等教育を実践する指導しました。
・男女共同参画に対する理解を深めるため、生涯学習公民館等人
権教育研修会で男女共同参画についての講座を実施しました。
（1月15日開催、46人参加）

学
教
・
生
学

・人権作文や人権メッセージなどの
実施をとおして、児童生徒の人権尊
重を基盤とした男女平等の意識を育
むことができました。
・男女共同参画に係る生涯学習公民
館等人権教育研修会をとおして、市
民の人権意識の高揚を図ることがで
きました。

ｂ

・各校の人権教育における男女
共同参画に関する内容の位置付
けと実践、人権教育研修会の内
容のさらなる充実を図り、教職
員の意識啓発を行っていきま
す。
・幅広い世代に男女共同参画を
テーマに人権教育を行うことが
できるよう、今後も研修会を実
施していきます。
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施策２　人権啓発活動の推進 P38

○人権教育啓発資料の刊行

・人権教育啓発資料「ふれあい」、
北本市人権教育推進委員会広報「け
やき」、人権文集「じんけん」を発
行します。

・家族で読める話や親しみやすい資料で構成した人権教育啓発資
料「ふれあい」を24,400部、人権推進の活動の様子を紹介した北
本市人権教育推進委員会広報「けやき」を24,400部発行して全戸
配布を行いました。また、児童生徒の人権作文を集めた人権文集
「じんけん」を5,300部発行し、全児童生徒へ配布しました。

生
学

・成人対象の各種人権教育啓発資料
を作成するとともに、児童生徒を対
象とした人権作文を市民に配布する
ことにより、市民の人権意識の啓発
を図ることができました。

ａ
・人権教育啓発資料について、
より多くの人々に読んでもらえ
るよう編集内容に工夫を加えて
いきます。

○人権教育啓発講座の開催

・市民自らが生涯を通じて学び、人
権問題を正しく認識し、その解決に
向け努力をしていくことができるよ
うに、人権教育の啓発を目的にした
市民対象の講座を実施します。

・生涯学習人権講座研修会（延べ107人参加）、生涯学習公民館
等人権教育研修会（延べ77人参加）を実施しました。

生
学

多様な人権課題から講師や内容が検
討され、多くの参加者を集め、人権
意識の啓発を図ることができまし
た。

ａ

・市民の関心が高い人権問題を
取り上げられるよう、参加者の
アンケート等を基に講座の内容
を工夫して今後も実施していき
ます。

○北本市児童憲章「北本っ子未来へのちかい」の普及啓発【※令和２年度重点項目】

・小・中学校、公民館等に掲示し、
市民への周知・啓発を行います。

・北本市児童憲章の周知及び市民の啓発を図るため、各小・中学
校並びに中央公民館及び各地区公民館等において北本市児童憲章
を分かりやすい場所に掲示しました。

生
学

・北本市児童憲章を各小・中学校や
公民館等の公共施設の分かりやすい
場所へ掲示し、多くの方に憲章の周
知を図ることができました。

ｂ
・北本市児童憲章について、引
き続き児童生徒のみならず、市
民への周知・啓発に努めます。



施策３　心の教育の推進 P39

○特別の教科道徳における学習指導の工夫【※令和２年度重点項目】

・私たちの道徳や彩の国の道徳な
ど、各種資料を効果的に活用すると
ともに、教科化に伴い、話し合いの
形態などを工夫することで、答えが
一つでない道徳的課題について、一
人一人の児童生徒が発達段階に応
じ、自分自身の問題と捉えて自身と
向き合うための「考える道徳」、
「議論する道徳」へと転換を図りま
す。

・道徳の教科化に伴い、授業の質的転換を引き続き図るため、各
校で授業研究等に取り組むよう指導しました。
・南部地区道徳教育研究協議会は中止となりました。

学
教

・各校において、全教育活動を通し
て道徳教育を推進し、授業研究にも
取り組みました。

ｂ

・新学習指導要領の全面実施に
伴い、道徳教育の一層の充実を
図っていきます。
・学びジョンプロジェクトや南
部地区道徳教育研究協議会（令
和３年度実施予定）において
は、各校教職員の指導力向上に
努めていきます。

○特別活動の充実【※令和２年度重点項目】

・心の教育を推進し、奉仕体験活
動、文化芸術活動などの特別活動の
充実を図り、児童生徒の感性を磨
き、豊かな情操を養います。

・規模縮小や形態等の工夫をしながら、各校において年間計画の
中に位置づけた様々な学校行事、奉仕体験活動、文化芸術活動等
を実施しました。また、事後の振り返りを行ったり、他の授業を
関連付けたりし、児童生徒の情操を養いました。

学
教

・各行事、活動を年間計画に位置付
けることで、児童生徒の情操を養う
機会を確実に設けられました。

ｂ

・各行事、活動で身に付けさせ
たいこと等を明らかにし、各校
の児童生徒の実態に沿った教育
活動ができるよう指導を継続し
ていきます。

○部活動運営と活動内容の充実【※令和２年度重点項目】

・支え合い、認め合い、高め合う人
間関係と自主・共同の精神をはぐく
む、活力ある部活動の推進を図ると
ともに、より専門的な指導を補完で
きる部活動の指導者を配置して、充
実した部活動を推進します。

・市方針に則り、平日及び休日の部活動を効率的・効果的に行う
ために生徒同士、生徒と教員が協力して行うことができました。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響はありましたが、対策を
講じた上で積極的に活動し、開催された大会等に参加する中で生
徒が活躍しました。各中学校においては、互いの健闘を認め合え
る機会を設けました。
・指導者の専門的な技術指導をとおして、生徒の技能向上に加
え、スポーツ・文化等の大切さを感じ取らせました。

学
教

・効率的、効果的な部活動の運営を
行うことができ、また、その結果を
学校だより等で知らせたり、校内で
互いに健闘を認め合ったりすること
ができました。
・指導者の配置により、安全かつ効
果的な指導を行いました。

ｂ

・今後もより効率的、効果的な
運営方法の検討を進めるととも
に、指導者を活用することで、
生徒、教員、指導者が互いに支
え合えるよう指導助言していき
ます。
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○体験的な学習等の推進

・豊かな心をはぐくむため自然体験
や農作業体験、職場体験などの体験
活動を推進します。

・児童生徒の豊かな心をはぐくむため、感染症拡大防止対策を講
じた上で、各校で学校ファームでの農業体験、総合的な学習の時
間における地域の方とのふれあい活動等を実施した。

学
教

・地域の方の協力を得て、農業体験
等を実施したことにより、農業や食
及び職業に対しての興味を持つ児童
生徒がみられました。

ｂ
・農作業の初期段階と収穫だけ
でなく、作物の成長過程にも目
を向けた体験活動を実施しま
す。

○北本ふれあい家族の日の取組の実施

・１０月第１土曜日を「北本ふれあ
い家族の日」と名付け、児童生徒か
ら家族で取り組んだ作品、家族にま
つわる作品を募集することで、家族
のふれあいを深めたり、家族のあり
方を考えたりするきっかけとしま
す。

・事業の実施を見送りました。
・税に関する絵はがきコンクールの実施において、家族と一緒に
考える機会を設け、家族のふれあいのきっかけとしました。

学
教

・十分な成果が得られませんでした
が、別の取組に本事業の趣旨を取り
入れ、可能な範囲で実施しました。

ｂ
・感染拡大の状況により、再び
実施できるよう、検討していき
ます。

○こころの教育推進事業の実施（こころの授業）

・小学校に教科や技能の専門的な経
験や知識をもった非常勤講師を配置
し、専門的な授業や教員対象の研修
会を行うことで、児童の豊かな感性
をはぐくむとともに、教員の教科指
導力の向上を図ります。

・事業の実施を見送りました。
学
教

・次年度開催に向けた準備を進めま
した。 －

・高い技能と豊富な経験、知識
を持ち合わせた講師は貴重な存
在であり、教員の指導力向上の
観点からも事業の継続をしてい
きます。

○彩の国教育の日の普及・推進

・教育に対する関心と理念を深める
とともに、家庭、学校及び地域社会
の連携の下に教育に関する取組を推
進する「彩の国教育の日」の普及・
推進に努めます。

・感染症対策を講じた上で、各校で内容に工夫を凝らし、「交流
会」「校内音楽会」が行われました。「音楽発表会」は開催を見
送りました。

学
教

・可能な範囲での「交流会」「校内
音楽会」となりましたが、児童生徒
同士の交流を深めることができる良
い機会となりました。家庭や地域の
参加は厳しい状況ではありました
が、学校だよりやＨＰを通して学校
教育に対する関心と理解をいただき
くことができました。

ｂ

・小中一貫教育をより推進する
観点から、小・中学校が連携し
て行う取組を充実させるととも
に、家庭や地域に対して開かれ
た学校づくりを目指します。



施策４　ボランティア・福祉教育の推進 P41

○ボランティア・福祉に係る体験的教育活動の推進

・児童生徒の発達段階に応じ、乳幼
児・高齢者・障がい者等との交流活
動や施設訪問等をとおして、思いや
りの心をはぐくみます。

・総合的な学習の時間等でボランティア及び福祉教育に関する体
験的な授業を行いました。感染症対策を講じた上で、学校や地域
の実態に応じて、車いす体験、点字体験等の学習を行いました。

学
教

・児童生徒の自主性や自発性が育
ち、教育活動において、主体的に学
習に取り組めるようになりました。
児童生徒の社会性が育ち、ボラン
ティア活動の意識が高まり、社会参
画への契機となりました。

ｂ

・引き続き、ボランティア活動
や福祉体験への参加を促すた
め、学校内における体験活動を
行い、組織づくりと推進体制の
整備を行います。

○関係団体との適切な連携

・地域の福祉施設などの関係団体と
の連携により、福祉に関する体験活
動の充実を図ります。

・各校が可能な範囲で、地域の福祉施設などの関係団体と連携
し、車いす等を借りて、小学校で総合的な学習の時間の中で体験
活動を実施したり、中学校では講師として招聘し講話を伺った。

学
教

・福祉に関する体験活動を実施する
ため、地域の福祉団体と連携を図
り、協力を得ながら進めることがで
きました。

ｂ
・児童にとって福祉について理
解を深める有意義な体験である
ことから、この活動を継続して
いきます。
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施策５　生徒指導・教育相談体制の充実 P42

○児童生徒･保護者等との信頼関係に基づく指導の充実

・いじめに対する組織的な防止対策
及び対応の徹底を図ります。

・全校において、なかよしアンケート・生活アンケートを毎月実
施しました。それを受けて、必要に応じ保護者に連絡をとり、家
庭と連携を図りました。
・健全育成連絡協議会を学期に１回開催し、いじめ問題への初期
対応や早期発見等への対策を共有しました。

学
教

・児童生徒や保護者等とのコミュニ
ケーションを大切にすることによ
り、話しやすく居心地のよい学級、
風通しのよい保護者との関係の確立
が図られました。

ｂ

・引き続き教育相談の充実を図
るため、学校からの情報提供、
担任と保護者間の連絡等をとお
して情報共有し、共通理解のも
と、一貫した指導を行います。

○教職員の共通理解に基づく組織的な不登校対策の推進【※令和２年度重点項目】

・いじめ、不登校等の問題に対し
て、「との子供にも」「どの学校、
学級でも起こりうる」との認識のも
と、全職員が共通理解・共通行動で
対応し、その変容、見届けを大切に
します。
【※令和２年度重点項目】

・いじめ、不登校等の問題に対し、「どの子供にも、どの学校、
学級でも起こりうる」という認識のもと、全職員が共通理解・共
通行動で対応し、各校で実施している生徒指導委員会、教育相談
部会及びさわやか相談員との連絡会の開催などをとおして、問題
解決に取り組みました。
・毎月の欠席状況調査から児童生徒の状況把握に努め、教職員向
けの不登校未然防止リーフレットを作成し、組織全体の意識向上
を図りました。

学
教

・各校での生徒指導委員会の実施、
北本市配置の身近な相談員及び教育
相談担当者連絡会議の開催、さわや
か相談員との連絡会の実施等をとお
して、児童生徒の情報を共有し、職
員間の共通理解・共通行動が図られ
ました。

ａ
・いじめ、不登校等について、
小・中学校の実態や児童生徒一
人一人の発達段階に応じ、個別
の問題に対処していきます。

・いじめの早期発見のためにアン
ケートを毎月実施し、適正ないじめ
の認知、被害者の立場に立った指導
と１００％の解消を目指します。

・いじめの実態の把握と早期解消を図るため、各校において、な
かよしアンケート・生活アンケートを通して、いじめについて実
態把握をしました。

学
教

・なかよしアンケート・生活アン
ケートを実施し、いじめ等の早期発
見に努めることができました。

ｂ
・いじめや不登校に対して早期
に発見、早期に対応できるよう
継続して指導していきます。



○教育相談体制の充実

・教育センターにおける学校生活に
なじめない児童生徒の教育相談、学
習支援を推進し、学校での学習に復
帰できるように支援します。

・教育センターのステップ学級において、学校生活になじめない
児童生徒の学習支援を実施しました。

学
教

学校へ登校できない児童生徒がス
テップ学級に通うなど、子供たちの
居場所として重要な役割を果たしま
した。

ｂ
・今後も児童生徒の友人関係や
教職員との良好な信頼関係が築
けるよう、学習支援を実施して
いきます。

・生徒の不登校、いじめ等に早急に
対応するため、中学校におけるさわ
やか相談員や、中学校に配置してい
るスクールカウンセラーの専門的な
知識を活用し、教育相談活動を実施
します。

・生徒の不登校、いじめ等に早急に対応するため、各中学校にさ
わやか相談員を４人配置しました。
・県費により４人配置しているスクールカウンセラーの専門的な
知識を活用し、教育相談活動を実施しました。

学
教

・不登校やいじめ等にかかわる児童
生徒や保護者に対しての働きかけを
迅速に、かつ、誠意をもって相談業
務を行うことができました。

ｂ

・さわやか相談員とスクールカ
ウンセラーが連携した多面的な
サポートを引き続き実施し、中
学生が、気軽に相談できるよう
教育相談を継続していきます。

・児童生徒の家庭、友人関係等にお
ける諸問題の解決を図るため、ス
クールソーシャルワーカーの活動を
推進します。
【※令和２年度重点項目】

・児童生徒が抱える問題行動の背景にある諸問題の解決に当たる
ため、スクールソーシャルワーカーを２人配置しました。

学
教

・問題を抱える児童生徒の対応につ
いて、教育と福祉の両面に対してス
クールソーシャルワーカーが働きか
けを行うことができました。

ｂ

・学校教育と福祉の連携を図り
ながら取り組んでいきます。多
くの関係機関の連携による多面
的なサポートを引き続き実施し
ていきます。
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○義務教育９年間を見通した学校間連携の推進【※令和２年度重点項目】

・中１ギャップを解消するために
小・中学校教員の連携・交流を深
め、児童生徒理解を促進し中学校入
学への不安の解消するとともに、中
学生が憧れの存在として自尊心を高
められるように支援します。

・中１ギャップ解消に向けて、学校４・３・２制による兼務教員
を活用し、小・中連携を日常的に実施しました。
・全中学校区毎の実態を踏まえ、発達段階における課題解決や義
務教育９年間を見通した教育課程の工夫、生徒指導等に特色を生
かした取組を校区毎に実施しました。
・児童生徒の交流を図るため、感染症拡大防止対策を講じた上で
部活動体験等を実施しました。

学
教

・学校４・３・２制の研究として、
各中学校区において研究主題を設定
し、義務教育９年間を見通した教育
課程の編成や、中１ギャップの軽減
を図る生徒指導の実践等に取り組み
ました。

ｂ

・各中学校区で効果のある取組
を共有し、実態に合わせ児童生
徒の自尊心を高める取組及び良
い先輩・後輩関係を築いていく
取組を進めていきます。市内全
体で共通行動を図っていきま
す。

○校内指導体制の整備と関係諸機関との適切な連携

・市内共通の生徒指導項目を定め、
統一した生徒指導の基本を徹底する
とともに、各校への支援を充実させ
ます。
・健全育成連絡協議会を開催し、学
校同士の連携やＰＴＡ、地域、警
察、児童相談所との連携を深めま
す。

・統一した生徒指導の基本を徹底するため、市内において共通の
生徒指導項目を定めました。
・生徒指導体制に係る共通項目を策定し、小・中学校間の生徒指
導体制の共通理解を深めました。
・児童生徒健全育成連絡協議会を年２回開催し、学校間における
情報交換やＰＴＡ、地域、警察、児童相談所等と情報を共有し、
連携を深めました。

学
教

・小中一貫教育の効果が表れ、生徒
指導体制の連携を図ることができま
した。
・児童生徒健全育成連絡協議会を定
期的に開催し、各学校の状況や取組
などの情報を共有することができま
した。

ｂ

・非行・問題行動が減少傾向に
ある中で、教育相談の充実とと
もに、「積極的な生徒指導体
制」を各校で取り組めるよう、
働きかけていきます。



施策６　児童生徒の健康の保持増進 P44

○学校保健活動の充実【※令和２年度重点項目】

・各小・中学校の保健計画を基に、
学校保健委員会の充実、家庭や学校
医等との連携を図りながら、基本的
な生活習慣を確立するなど、子供た
ちの健康の保持増進のための組織的
な活動を推進します。

・各校の保健計画に基づき、児童・生徒の基本的な生活習慣の確
立や疾病予防等に努めました。
・学校歯科医と連携のもと、学校歯科保健活動を推進し、児童生
徒の歯・口の健康づくりに努めました。
・各校の実状に応じて、学校保健委員会を開催し、健康課題につ
いて学校・家庭・学校医等で協議し、課題解決に向けた取組を実
践しました。
・フッ化物洗口の実施を見送りました。

学
教

・フッ化物洗口は実施できなかった
が、口腔内の健康の保持増進に対し
て、掲示物や保健だより、全校集会
等において児童生徒及び保護者の意
識を高めることができました。

ｂ

・組織的に健康の保持増進を図
るため、各校が作成した保健計
画の見直しと改善を図るよう指
導します。
・児童生徒自らが、自分の体や
健康に関心をもち、適切に管理
できる能力を養えるよう、健康
診断等の結果をフィードバック
し、活用していきます。

・保健教育を効果的に進め、子供た
ちが生涯をとおして自らの健康を管
理し、改善していこうとする実践力
を育てます。

・保健学習・指導に係る専門的知識の習得を図るため、県主催研
修会資料等を活用し、保健教育の推進を図りました。

学
教

・教員を研修会に派遣して指導力向
上を目指し、各校の保健教育を効果
的に進められ、児童生徒の健康の保
持増進を図ることができました。

ｂ
・今後は各種研修会へ教員を派
遣し、指導力向上を図り、各校
での保健教育を効果的に進めて
いきます。

○学校環境衛生の維持管理

・学校環境衛生基準等に基づき、各
教室、飲料水、プール等における衛
生の維持管理に努めるとともに、放
射能汚染から児童生徒を守ります。

・学校環境衛生の維持管理を図るため、各校で学校薬剤師の指
導・助言のもと、検査項目を精査し、給食室検査・空気検査・ダ
ニ検査を行いました。
・全校において水泳学習の実施を見送ったことから、プール使用
前の汚泥の放射線量の測定も実施しませんでした。

学
教

・学校環境衛生基準等に基づき、学
校薬剤師の指導・助言のもと、給食
室検査・空気検査・ダニ検査を実施
し、学校環境衛生の維持管理を総合
的に行うことができました。

ｂ

・学校環境衛生基準等に基づ
き、検査項目を精査し検査を実
施し、今後も学習環境の確保に
努め、児童・生徒が安全に学習
ができる環境を保っていきま
す。
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 ○食育の推進

・子供たちに望ましい食習慣を身に
付けさせるため、学校と家庭が連携
し、朝食欠食をはじめとする食に関
する課題の解消に取り組みます。

・各校で給食だよりを発行し、栄養バランスや規則的な食事、朝
食の大切さ等を伝え、望ましい食習慣が身に付くよう児童・生徒
や保護者への啓発に努めました。
・栄養士部会による、食に関する啓発紙の発行や、早寝・早起
き・朝ごはんに係る啓発、給食集会の実施など、各校で、朝食欠
食ゼロに向けた活動を支援しました。

学
教

・栄養教諭や学校栄養職員の専門性
を生かし、授業や給食中等で食につ
いて指導することができ、組織的・
計画的に食育を推進しました。

ｂ

・朝食欠食に関し、引き続き家
庭への啓発を行っていきます。
・バランスよい食生活を実践で
きるよう、学校の教育活動全体
で継続的に取り組み、家庭との
連携をさらに強めていきます。

・栄養教諭や学校栄養職員、養護教
諭等の専門性を活用し、食物アレル
ギー対応マニュアルの整備とアナ
フィラキシー対応研修会の実施によ
り、対応と体制づくりの共通理解を
図るとともに、食育の充実に努めま
す。

・全校栄養士配置により、学校給食での食物アレルギー対応を実
施できました。また、該当児童・生徒の保護者と学校との面談に
より、情報・対応の共有化を図りました。
・埼玉県央広域消防署と連携し、該当児童・生徒の情報共有を行
い、万が一の事態に適切に対応できるようにしました。

学
教

・学校給食における食物アレルギー
対応について、各校で共通認識に基
づく対応マニュアルを整備・改善を
進めるとともに、学校と連携し、学
校での食物アレルギー対応の充実を
図ることができました。

ｂ

・学校給食における食物アレル
ギー対応について、市主催の研
修会を実施していきます。
・食物アレルギー対応を全校に
おいて継続実施し、該当児童生
徒の情報を埼玉県央広域消防署
と共有していきます。

・学校における食育の推進者の指導
力を向上させるため、授業研究会や
研修会の充実を図ります。また、県
教育委員会等が開催する講習会等へ
職員を派遣します。

・県研修会は中止となりましたが、各校において可能な範囲で研
修を実施しました。

学
教

・市内における食育研究成果を共有
し、各校の取組に生かすことができ
ました。

ｂ
・各校において学校教育全体で
食育を計画的に取り組むよう指
導していきます。

・保健学習や保健指導の充実を図
り、手洗いや給食着着用など衛生習
慣確立の徹底を図ります。

・児童生徒の身近な生活における健康・安全に関する基礎的内容
の理解を深めるため、各校で年間指導計画に基づく保健学習を進
めました。また、健康な生活への理解を深め、正しい行動様式を
身に付けるため、各校で年間指導計画に基づく保健指導を進めま
した。

学
教

・自身の体や環境を清潔で衛生的に
保つ等、保健学習や保健指導で学習
した内容を給食指導でも実践するこ
とにより、衛生習慣の確立を図るこ
とができました。

ｂ
・衛生習慣の確立を図るため、
今後も家庭との連携を密に図る
ように努めます。

・給食主任部会や学校栄養士会をと
おして、学校給食における地産地消
を推進し、食と農に対する関心を高
め、食文化への理解を深めます。
【※令和２年度重点項目】

・児童生徒の食の関心と理解を深めるため、学校給食食材につい
て、桜国屋をとおして地場の野菜を購入し、栄養士による献立工
夫のもと、地場産食材の使用品目数・使用回数を増やすよう努め
ました。
・地元の名産品である北本トマトカレーを提供するとともに、姉
妹都市の会津坂下町のお米を給食で提供して、食への関心を高め
ました。

教
総

・学校給食で使用した地場産物を、
献立表や校内放送等を通じて紹介す
ることで、児童生徒の「食と農」へ
の関心を高め、郷土を愛する心をは
ぐくむことができました。

ａ

・地場産の野菜や果物は天候等
に左右されやすく、数量の確保
が難しいこともありますが、引
き続き、生産者団体等と調整を
図りながら、地場産の食材の品
目及び使用を増やしていきま
す。

・学校給食衛生管理基準に基づく学
校給食施設及び設備の衛生管理に努
めるとともに、安全な食材の提供に
努めます。
【※令和２年度重点項目】

・例年は、学校給食調理従事者の衛生管理に対する意識啓発を図
るため、外部職員を講師とした衛生講習会を実施しますが、コロ
ナウイルス感染症防止の観点から代替措置として市栄養士による
衛生管理講習資料により、書面開催により衛生意識の向上を図っ
た。
・給食食材の放射性物質に係る検査を定期的に行い、児童生徒が
給食を食する前に確認するとともに、その結果を市ＨＰに公表し
ました。

教
総

・学校給食法第９条の「学校給食衛
生管理基準」に基づき、学校給食の
適切な衛生管理を図るため、給食調
理従事者（栄養士・調理員等）の細
菌検査及び衛生講習会等を実施し、
衛生管理体制の徹底化と意識啓発を
図るとともに、児童生徒に安全な給
食を提供することができました。

ｂ

・調理従事者の衛生管理に関す
る知識向上を図るため、引き続
き衛生に関する研修会等を実施
し、安全な給食の提供を行いま
す。
・放射性物質に係る検査につい
ては、１０年間にわたり安全性
が確認できましたので、終了し
ます。



○性に関する指導の推進

・担任、保健体育科教員、保健主
事、養護教諭等、学校保健担当者へ
の研修の実施や情報提供などによ
り、子供たちの心と体のバランスに
配慮した性教育に努め、性感染症の
理解や予防、適切な行動選択への意
識啓発を図ります。

・体育主任会や学校保健担当者会議等で県の指導内容を伝達し、
各校で児童生徒の実態や発達段階に応じた性に関する指導を進め
ました。

学
教

・担任、保健体育科教員、保健主
事、養護教諭等、学校保健担当者へ
の情報提供や研修の実施などによ
り、児童生徒の実態に応じて、心と
体のバランスに配慮した指導を計画
的に行うことができました。

ｂ
・指導力の向上を図るため、引
き続き学校保健担当者の研修会
への積極的な派遣を進めていき
ます。

○喫煙、飲酒、薬物乱用・スマホ依存防止教育の推進

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止等に関
する啓発資料の活用等を図り、教職
員の意識啓発に努めます。

・規模等は縮小しましたが、各校の実態に応じて非行防止教室や
薬物乱用防止教室を開催しました。小学校からの保健学習に加
え、体験的な学習を取り入れることで、児童生徒の理解をより深
めることができました。
・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する視聴覚教材（教育ビデオ・
ＤＶＤ等）の学校貸出しについて整備・周知しました。

学
教

・各校で薬物乱用防止や非行防止に
ついて指導することで、喫煙、飲
酒、薬物乱用は健康を害するという
意識を児童・生徒に持たせることが
できました。

ｂ

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に
ついて、保護者や地域の方へも
リーフレット等を配布し、啓発
を積極的に行いながら、学校・
保護者・地域と連携を図りま
す。

・保健学習を中心に、一方的な知識
の伝達ではなく、自ら考え、適切な
判断ができるようなアクティブ・
ラーニング型の指導を推進します。

・児童生徒の興味・関心を引き出すことができる分かりやすい資
料、視聴覚教材、体験的活動を取り入れるなど指導方法の工夫を
行い、児童・生徒が自身の課題として捉え、主体的に学習に取り
組むことができるようにしました。

学
教

・授業において児童生徒の興味関心
を高める工夫を入れ、児童・生徒が
自身の健康について主体的に考え、
他と意見交換をし、今後の生活にい
かすことができるよう、授業改善を
図りました。

ｂ
・各校における体育授業研究会
（保健領域）での実践をそれぞ
れ共有し、指導法の研究を継続
していきます。

・児童生徒の発達段階に応じて、学
校・家庭・地域及び関係機関と連携
し、効果的な薬物乱用防止教室を実
施します。

・各校において埼玉県警の非行防止指導班（あおぞら）や保健所
の薬物乱用防止指導員等を講師として、薬物乱用防止教室及び非
行防止教室等を実施しました。小学校では主に高学年を対象とし
て、中学校では全校生徒を対象として行われました。

学
教

・各校で実践している薬物乱用防止
に関わる集会に、保護者・地域への
参加呼びかけを全校で行い、広く啓
発を行いました。

ｂ

・学校保健委員会等でも薬物乱
用防止を扱い、薬物乱用教室に
保護者・地域の方への参加を呼
びかけ、学校・家庭・地域が連
携して薬物乱用防止に取り組み
ます。
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施策７　運動習慣の形成と体力向上の推進 P46

○児童生徒の体力向上の取組

・児童生徒一人一人の体力向上目標
値を設定するなどして、主体的に運
動に取り組ませるとともに、学校・
家庭・地域が連携し、体力向上に取
り組みます。

・新体力テストの統一実施は見送りましたが、各校で目標を設定
し、体力向上の取組を行いました。

学
教

・感染症拡大防止対策を講じた上
で、各校の実情に応じて、児童生徒
の体力の保持・増進に向けた取組を
実践できました。

ｂ

・小学校高学年や中学校では、
授業の中でも目標値を意識させ
ることで、さらなる体力向上を
目指します。
・児童生徒の体力向上に向けた
継続的な取組を推奨し、家庭・
地域と連携して実施していきま
す。

○学校体育の充実【※令和２年度重点項目】

・各校の体力向上推進委員会におい
て、児童生徒の体力の現状と課題を
明確にするとともに、具体的な解決
策を検討・実践し、検証及び改善に
生かします。

・各校において、対策を講じた上で、体力向上のための取組を行
いました。
・次年度以降の参考資料とするため、各校の体力向上に係る実践
を冊子にまとめ活用しました。

学
教

・体力向上推進委員会を活用し、各
校の取組を充実させるとともに、研
究推進校の研究発表や授業研究会に
おける効果的な取組について共有す
ることで教員の指導力を高め、児童
生徒の体力の向上を図ることができ
ました。

ｂ

・引き続き、児童生徒の体力の
向上を図るため、新体力テスト
の結果を基に、児童生徒一人一
人の伸びを確認するとともに、
これまでの取組の検証を行って
いきます。

・各校の体力課題を明確にし、体力
向上のための研究実践を推進すると
ともに、その取組や成果について北
本市体力向上推進委員会で共有し、
各学校に広めます。

・各校の実践の情報共有を図るため、体力向上推進委員会を誌上
開催しました。(2回)
・体力向上推進委員会において、効果のある取組を共有し、各
校、各中学校区において活用しました。

学
教

・令和元年度新体力テスト結果をも
とに、各校で体力分析・実態把握を
させ、感染症防止対策を講じた上
で、今後の取組について検討するこ
とができました。

ｂ

・次年度は各校で体力課題の明
確化と重点課題を設定し、継続
的な取組として確立させ、課題
解決のための具体策を授業等で
講じ、児童生徒の体力向上と運
動に対する意欲向上を図りま
す。

・体育の授業研究会の研究結果を活
用するとともに、教員の専門的な指
導力を高めるための講演会や講習会
を充実します。また、県教育委員会
等が開催する講習会へ教職員を派遣
します。

・教職員の意識の高揚を図るため、体育指導・体力向上等に係る
冊子を作成しました。
・各種実技講習会は中止となりました。

学
教

・県内の授業研究会等の資料をもと
に情報共有することで、教員の指導
力向上を図ることができました。ま
た、新学習指導要領を見据えた各校
における体育運営計画を立案する助
けとなりました。

ｂ

・今後は、実施される各種研修
会へ教員を派遣し、教員の指導
力を向上させるとともに、各校
における児童生徒への指導の充
実を図ります。

・武道などの体育授業に地域の人材
を活用し、専門的な技術指導の充実
を図ります。

・武道の基礎基本の定着と安全管理の徹底を図るため、各中学校
の保健体育科における武道の授業において、経験豊かな地域の専
門的指導員を活用し、ティームティーチング等、複数体制による
指導を行いました。

学
教

・中学校において武道外部指導者を
活用することで、安全かつ効率的な
指導が実施できました。

ｂ

・柔道連盟及び剣道連盟との連
携を密にし、今後も各中学校の
武道の授業の安全性を確保し、
効果的な指導が行えるよう努め
ます。



・市内中学校を対象に学校水泳指導
民間委託事業を実施し、安全かつ効
果的な指導の充実を図ります。

・事業の実施を見送りました。
学
教

・今年度の計画を再度検討し、次年
度の確実な実施へつなげていきま
す。

－

・事業対象校を増やし、全中学
校生徒を安全かつ効果的に指導
することで泳力を向上させると
ともに、運動のもつ楽しさを感
じさせていきます。

・各種資料の活用方法について情報
共有するとともに、学校連携観戦を
実施し、オリンピック・パラリン
ピック教育の推進を図ります。

・各校へオリンピック・パラリンピック教育に活用できる資料を
提供し、オリンピック・パラリンピック教育の推進を図りまし
た。

学
教

・国や県からの資料を各校へ適宜提
供し、推進することができました。 ｂ

・オリンピック・パラリンピッ
ク競技体験等への申請を行う
等、様々な取組を通じて、今後
もオリンピック・パラリンピッ
ク教育を推進します。
・新型コロナウイルス感染症の
拡大状況を注視し、学校連携観
戦チケットの活用を検討してい
きます。

○体育的活動の充実及び外遊びの奨励

・体を動かす心地良さや友達と交流
する楽しさを実感できる体育的活動
を充実させるとともに、休み時間の
外遊びを奨励します。

・全小学校の６年生が参加する球技大会（バスケットボール、５
月）は中止となりました。
・体育大会（陸上競技、１０月）は感染症対策を講じた上で実施
しました。
・持久走大会など、各校の実態に応じて体育的行事を実施しまし
た。
・各校の実態に応じて休み時間の外遊びの奨励をしました。

学
教

・体育大会の取組を通して、全小学
校の６年生がスポーツに親しみなが
ら、体を動かす心地よさにふれ、仲
間と交流する楽しさや競い合う楽し
さを味わうことができました。
・各校の取組により、児童生徒の運
動に親しむ場や機会が増えました。

ｂ
・各校において、体育的活動の
充実や外遊びの奨励を継続して
いくとともに、運動好きな児
童・生徒の育成に努めます。
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○運動部活動の充実

・中学校運動部活動の指導の充実を
図るために、外部指導者を活用する
とともに、運動部活動の顧問を県教
育委員会等主催の実技指導者講習会
に積極的に派遣します。

・各中学校の部活動に対して、専門的技能を有する地域の人材を
外部指導者として派遣し、教育活動の一環として顧問教師の指導
に対する技能面での援助を行いました。
（外部指導者２５人）

学
教

・各中学校において積極的に部活動
外部指導者を活用することができ、
顧問教員に対し技術面での援助がで
きました。

ｂ

・部活動の指導の充実を目指
し、今後も外部指導者の活用を
図るとともに、部活動指導員の
活用に関しても調査・研究を進
めていきます。

・学校の実態などに応じて、近隣の
学校と合同で運動部を組織する複数
校合同部活動の取組を支援します。

・生徒が短時間で集中して部活動が行えるよう、効果的な指導法
についての情報提供を行いました。

学
教

・「北本市の部活動の在り方に関す
る方針」に則り、部活動の効率的、
効果的な取組について情報共有する
ことができました。

ｂ
・部活動の取組について今後も
検討を続け、部活動がより効果
的なものになるよう努めていき
ます。

・夏季休業日等において、小学校６
年生の部活動体験を実施し、児童の
部活動に対する関心及び意欲を高め
ます。

・夏季休業中に実施していた部活動体験及び部活動見学会は中止
となりましたが、学校の実情に応じて、動画視聴に替える等の工
夫をして実施しました。

学
教

・各校が可能な範囲で連携し、計画
的に部活動体験等を実施することが
できました。

ｂ
・計画的及び効果的な実施を目
指し、各校において継続して実
施していきます。

・北本市の部活動の在り方に関する
方針に則り、中学校部活動の適切な
適切な運営を目指し、支援します。

・部活動は県通知等を参考に制限を設けて実施しました。
学
教

・感染症拡大防止対策を講じた上
で、可能な範囲で部活動を継続して
実施することができたました。

ｂ
・感染症拡大防止対策を講じつ
つ、部活動が適切に運営される
よう支援に努めていきます。

○児童対象の運動教室の開催

・器械体操や陸上競技、水泳等の専
門家を講師に招き、児童の運動に対
する興味・関心を高めるとともに、
技能等の基礎・基本の定着を図りま
す。

・事業の実施を見送りました。
学
教

・次年度開催に向けた準備や検討を
進めました。 －

・今後も内容を検討し、専門家
を講師に招いて運動教室を実施
していきます。



施策８　安全教育の推進と安全管理の徹底 P48

○交通安全の推進

・通学路の安全点検と学校ボラン
ティア等と連携した登下校時の安全
指導、定期的な安全点検をはじめ、
保護者と連携しての点検等をきめ細
かに実施し、改善します。

・各校で通学路の合同点検を実施するとともに、当該点検で確認
した改善すべき箇所について、現場の状況確認を行った上で関係
部署と連携し、対策を計画して可能な箇所からの改善に着手しま
した。

学
教

・通学路の安全点検結果に基づき、
各小学校の通学路の安全を再確認す
るとともに、児童及び教員の安全に
対する意識を高めることができまし
た。

ｂ
・青色回転灯装備車両による下
校時間の安全パトロールを計画
的に実施し、児童生徒の見守り
を強化していきます。

・通学路を含む児童生徒の身近な地
域安全マップを作成し、授業で活用
することにより、地域の状況を再確
認し、交通安全の意識を高めます。

・児童生徒の交通安全の意識の向上を図るため、各校において地
域安全マップを作成し、毎年見直しを図ることで、危険個所の改
善要望を行うなど、安全な登下校へとつなげました。

学
教

・各校で安全マップを作成し、危険
個所を児童生徒に周知することで、
事故防止と危険予測の意識を高める
事ができました。また、スクール
ガード・リーダーや学校ボランティ
ア等の協力により、安全な登下校指
導が実施できました。

ｂ
・交通安全教育を着実に推進
し、交通ルールの遵守とマナー
を重んじる心を育んでいきま
す。

・児童生徒が自転車の正しい乗り方
や走行について学ぶため、スケアー
ド・ストレイト教育技法等による自
転車安全教室や交通安全教室を実施
します。

・自転車の正しい乗り方等を学習するため、各小学校で自転車安
全教室を実施するとともに、各中学校では自転車登校の生徒を対
象に、安全点検や交通安全指導を実施しました。また、危険を予
測・察知するため、動画や写真を用いた授業を展開しました。中
学校を対象としているスケアードストレイト教育技法による自転
車安全教室については実施を見送りました。

学
教

・スクールガード養成講習会におい
て、各中学校区ごとに、通学路にお
ける危険箇所の共通点や危険予知の
ための取組などを共有することがで
きました。

ｂ
・通学路の危険予知のための取
組の内容を、市内全体に広め、
さらなる自転車の安全強化を
図ってまいります。

・児童の声による下校放送を継続・
充実させ、児童自身及び地域の安全
に対する意識を高めます。

・くらし安全課と連携し、児童の声による下校見守りのお願い放
送を計画的に実施しました。

学
教

・計画的に実施することで、交通安
全に対する児童の意識を高めること
ができました。

ｂ

・児童の声による下校見守りの
お願い放送を計画的に実施し、
児童及び地域の方への安全に対
する啓発を引き続き行っていき
ます。

○防災教育の推進

・災害時に適切な行動を取ることが
できるような児童生徒の育成を目指
し、避難訓練を充実します。

・災害時に適切かつ安全に避難できるよう、各校で避難訓練を実
施しました。

学
教

・各校で避難訓練を実施すること
で、災害時に迅速かつ安全に避難す
る意識が高まりました。

ｂ
・児童生徒が災害時に避難する
場合の避難経路の確認と避難方
法について、あらゆる場面を想
定して実施していきます。

・北本市危機管理指針との整合性を
図り、様々な災害を想定した防災マ
ニュアルの見直しと充実を図りま
す。

・各校において、児童生徒が帰宅困難な場合を想定した対応や竜
巻発生時等の緊急災害における対応を確認するとともに、その対
応の見直しを図りました。

学
教

・児童生徒が帰宅困難な場合を想定
した対応や保護者への引き渡しを確
認することで対応についての見直し
を行うことができました。

ｂ
・各校の防災マニュアルの見直
しを継続実施し、災害の規模に
かかわらず、自助・共助の精神
を育てていきます。
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○生活安全の推進

・教職員の危機管理意識を高めるた
め、定期的な研修や掲示物等のユニ
バーサルデザイン化を行い、非常時
における適切な判断・行動ができる
よう指導します。

・教職員の危機管理意識を高めるため、各校の安全教育担当者を
中心とし校内研修を実施しました。

学
教

・各校の課題を明らかにし解決に向
け検討することで、教職員の危機管
理意識を高めることができました。

ｂ
・今後は各種研修会へ教員を派
遣し、各校において、その内容
を生かした安全教育がより推進
できるよう努めていきます。

・防犯教室の実施により、緊急時に
おける教職員及び児童生徒の対応を
指導します。

・児童生徒及び教職員の防犯意識の向上を図るため、各校におい
て、県警察本部や管内警察署に協力を得ながら、防犯教室を実施
しました。

学
教

・定期的に研修を実施することで、
教職員の危機管理意識を高める事が
できました。

ｂ
・今後も警察等を協力し、児童
生徒と教員の防犯意識、危機管
理意識を高めるよう努めていき
ます。

・施設設備の点検・改修を行うとと
もに、危機管理マニュアルの作成と
見直しを行います。
【※令和２年度重点項目】

・各校で「危機管理マニュアル」を見直し、それに基づき、毎
月、施設設備の安全点検を実施（打診や視診等）することで、修
繕の必要箇所の早期発見に努め、児童生徒が安心して生活できる
ようにしました。

学
教

・各校において危機管理マニュアル
見直しを図りました。 ｂ

・教育総務課と連携を密にし、
各校の施設設備の点検、改修を
計画的に実施できるよう情報共
有していきます。

・不審者対応等、学校・家庭・地域
が連携した児童生徒の安全確保を徹
底します。

・不審者情報があった際、各校にＦＡＸ等で連絡し、各校からの
メール配信により保護者へ情報提供・周知を行うよう指導しまし
た。また、不審者情報が入り次第、速やかに青パト（青色回転灯
装備車両）によるパトロールを実施しました。

学
教

・青パトによる定期的な見回り活動
を行い、市内の安全情報をキャッチ
することができました。

ｂ
・不審者情報の共有や青パトで
の見守りを継続し、児童生徒の
安全を守る活動を継続します。

・あんしんまちづくり学校パトロー
ル隊（スクールガード）の活動を推
進します。

・各小学校にスクールガード・リーダーを１人配置するととも
に、児童生徒の安全確保のための情報共有を行いました。また、
各校の教職員が児童生徒の下校の見守りを適宜行いました。

学
教

・地域や保護者と連携し、校区内を
パトロールすることで、学校・家
庭・地域が連携して児童生徒を見守
る体制を整えられました。

ｂ
・学校・保護者・地域の連携を
密にし、児童生徒の見守りを強
化していきます。

・通学路の指定、帰宅が遅い時の安
全確保などの児童生徒への指導を徹
底します。

・児童生徒の登下校時の安全確保のため、各校で家庭や地域の協
力のもと、安全点検を実施しました。
・各校において、各学期の始業式や終業式で、安全指導に関する
話を必ず入れ、児童生徒の登下校時の交通安全や防犯意識の啓発
を図りました。

学
教

・点検結果について学校でとりまと
め、危険箇所等について改善を図る
ことができました。
・各校において安全指導の徹底を図
ることができました。

ｂ ・通学路を中心に安全点検を継
続実施し、改善に努めます。

・ＩＳＳ認証歴を持つ学校における
先進的な取組とその成果について、
全小・中学校に継承するとともに、
さらなる取組について研究していき
ます。

・児童生徒の安全について、各校の各種マニュアル等の見直しを
行いました。そして、各校で児童生徒の実態に応じて、今まで実
践している取組を基に、さらに強化すべき取組や必要となる取組
等について検討しました。

学
教

・各校の実態に合わせ、校内での怪
我防止・安全点検・防災教育を推進
し、ＩＳＳ活動を継承することがで
きました。また、各校の実態に応じ
て、避難訓練の実施方法の工夫校の
取組や成果を他校へ発信し、情報を
共有することができました。

ｂ
・担当者研修会等を通じて情報
共有をし、さらに質の高い危機
管理に努められるよう引き続き
取り組みます。

＊ ＩＳＳ ・・・ （体及び心の）ケガ及びその原因となる事故、いじめ、暴力を予防することによって、安全で健やかな学校づくりを進め、また児童生徒が中心となって活動することで、自ら

の安全を守る意識、能力を高めていくことを目指す活動に対する国際認証取得を目指す活動をいう。International Safe School の略。

＊



　　　　施策１　小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進

　　　　施策２　地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進

　　　　施策３　教職員の資質の向上

　　　　施策４　教育環境の整備・充実

　　　　施策５　学校経営の改革推進

基本目標Ⅲ
質の高い学校教育の推進

　各小・中学校のホームページ等を利用した情報発信や学校運営協議会（コミュニティ・スクール）等の効果的な活用により、地域に開か
れた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりを推進するとともに、教職員研修の一層の充実、人事配置の改善、人事評価制度の活用等
を図ることにより、一人一人の教職員の資質の向上や総合的な学校力の向上を図ります。
　また、学校施設をはじめとした、安全で快適な教育環境の整備を推進します。
　さらに、幼稚園・保育園・小学校及び小・中学校の連携や小中一貫教育、また、小中高連携事業（ＫＩＳＥＰ）を推進し、子供たちの幼
児期から義務教育９年間を見通した教育活動を行います。

の安全を守る意識、能力を高めていくことを目指す活動に対する国際認証取得を目指す活動をいう。International Safe School の略。

38



39

事
業

個別取組
令和２年度

取組状況・実績

施策１　小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進　※計画書では「学校４・３・２制（小中一貫教育）をはじめとした異校種間連携の推進」 P51

○小中一貫教育（学校４・３・２制）に係る教育活動の推進

・小・中学校において、小学校１～
４年の４年間、小学校５・６年と中
学校１年の３年間、中学校２・３年
の２年間をくくりとしたそれぞれの
発達段階に応じた教育活動を柱に、
９年間を見通した教育課程を編成す
るとともに、児童生徒の交流などを
とおし、中１ギャップや発達の早期
化に対応する施設分離型の小中一貫
教育を推進します。
【※令和２年度重点項目】

・各中学校区毎に研究体制組織づくりを充実させ、交流行事、一
部の授業形態の小・中統一化、教室掲示の統一化等、各校におい
て特色ある研究主題を設定し、小中一貫教育をさらに推進しまし
た。
・規模縮小や形態等を工夫し、校区毎の合同研修会や小・中学校
教員の相互授業等支援を実施しました。それらの特色を義務教育
９年間を見通した教育課程の工夫、生徒指導等に生かしました。

学
教

・各中学校区での児童生徒の交流を
はじめ、教職員合同研修や研究、兼
務教員による授業や相互授業参観等
を重ねたことで、学級満足度調査で
全国平均を大きく上まわる結果等
（実施した６学年平均で約２％上回
る）が得られ、学校４・３・２制の
取組の成果が確認できました。

ａ

・各中学校区で成果の出た取組
をさらに深化できるよう、各校
区の実態に合わせて市内全体で
共有し、精査した取組を推進し
ていきます。

○少人数学級を実現する市費採用教員、学校４・３・２制推進非常勤講師の活用

・小学校１・２年生における３０人
程度学級、小学校３・４年生におけ
る３５人程度学級を行うことによ
り、少人数学級によるきめ細かな指
導を行います。

・小学校４校を県の「少人数学級編制に係る研究指定校」として
指定し、各小学校第２学年において少人数学級を編制し、個に応
じた指導や発達段階に応じた指導を実施しました。基本的な生活
習慣や規律を身に付ける発達段階である小学校の低学年において
きめ細かな指導をすることで、学力向上にもつながるよう指導を
行いました。

学
教

・低学年における少人数学級の実施
に伴い、きめ細かな学習指導や個に
応じた指導が実現し、児童の規律あ
る態度の育成や学力向上を図ること
ができました。

ｂ

・市費採用教員の任用が困難と
なってきていることを受け、県
の少人数学級編制に係る研究指
定制度を積極的に活用していき
ます。

・小学校５・６年生における教科担
任制や小学校と中学校の教員の交流
を可能にする非常勤講師を配置し、
学力向上や「中１ギャップ」の軽
減、不登校児童生徒の減少を図りま
す。

・小学校８校に８人の非常勤講師を配置し、小学校５・６年生に
おける教科担任制（理科）を実施しました。
・学習内容の系統性や連続性を踏まえて、授業方法を工夫改善し
ました。
・校区毎に夏季合同研修会や小・中学校教員の相互授業参観を実
施する予定でしたが、コロナ禍の影響で、教員どうしの連携や積
極的な交流を図る機会が例年と比較して減少しました。
・諸事業の成果として、中学校１年生における不登校の人数が２
名減少しました。

学
教

・諸事業により一定の成果は出てい
るものの、コロナ禍に係り集会の人
数制限等を行っている中、児童生徒
の相互交流や教員の相互授業参観の
在り方を再考していく必要性が感じ
られました。

ｂ

・各中学校区で成果の出た取組
を深化できるよう、各校区の実
態に合わせて市内全体で共有
し、精査した取組を推進してい
きます。また、引き続き不登校
児童生徒の軽減に努めていきま
す。併せて、県の「専科指導加
配」制度も積極的に活用してい
きます。

計
画
書

基本目標Ⅲ　質の高い学校教育の推進

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性



○幼保小連携及び小中高連携（ＫＩＳＥＰ）等、異校種間連携の推進

・幼稚園・保育園（所）・小学校間
の連携を深めることにより小１プロ
ブレムの解消を目指したり、ＫＩＳ
ＥＰの活動をとおして、小・中学校
と高等学校との連携を図ります。

・幼保小連携教育を推進し、小学校教員による保育参観を実施し
ました。
・連絡協議会の実施は見送りました。
・中丸小と北本高校との交流事業（あいさつ運動・授業支援）を
縮小としての実施となりました。
・中学校に対し、北本高等学校教員による出前授業の実施やス
ポーツ交流を実施したほか、北本高校と小学校との交流事業（陸
上練習）は実施を見送りました。

学
教

・可能な範囲での交流となりました
が、異校種間の連携を進め、双方に
とって教育的効果を上げることがで
きました。

ｂ

・一部の教員の担当とならない
よう教職員が一体となって連携
を図ったり、重要性と有用性を
啓発、働きかけをしたりしてい
きます。
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施策２　地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 P53

〇学校協議会、外部評価委員会の効果的な活用

・保護者、教職員、地域の有識者や
企業、関係機関や団体の代表などで
組織する学校協議会で、児童生徒の
健全育成、学校教育の充実、学校・
家庭・地域の連携などについて協議
し、学校教育のより一層の充実と発
展を図ります。

・学校教育の充実、学校・家庭・地域の連携などについて各学校
で協議するため、各校で保護者や地域の代表、教員で構成される
学校協議会を開催しました。
（各校２回程度開催）

学
教

・学校協議会を計画的に実施し、各
委員から学校の教育活動の取組につ
いて意見や助言をいただき、各校の
教育活動の向上、発展を図ることが
できました。

ｂ

・学校協議会委員、外部評価委
員の両方を兼ねている方や再任
の方が多いことから、より多く
の協力者の確保について各校に
働きかけていきます。

・各校に置く外部評価委員会の評価
を基に、より良い教育活動を実施し
ていくための成果の検証と改善につ
いて、継続的に実施します。

・学校運営等について協議するとともに、学校の評価結果に基づ
き学校の教育活動等の成果を検証し、教育の一層の充実と改善を
図るため、各校で保護者や地域の代表で構成される外部評価委員
会を開催しました。
（各校２回程度開催）

学
教

・学校の自己評価をもとに外部評価
委員に学校の教育活動を評価してい
ただき、次年度の学校経営や教育活
動の方策の改善を図ることができま
した。

ｂ

・学校協議会委員、外部評価委
員の両方を兼ねている方や再任
の方が多いことから、より多く
の協力者の確保について各校に
働きかけていきます。

○教育課程の積極的な公開と学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

・教育課程の計画・実施・評価の段
階を積極的に公開し、学校としての
説明責任を果たします。

・各校においてシラバス等で評価内容を保護者等に公開するとと
もに、学校評価をとおして教育課程の計画・実施についての評価
を行い、その評価結果を公開しました。

学
教

・児童生徒、家庭。地域の実態に
合った教育課程を各校で計画し、保
護者や地域の理解を得ながら教育活
動を実施できました。

ｂ

・保護者や地域への情報の積極
的な公開とともに、連携・協働
の観点からも「地域とともにあ
る学校」の実現に向け、よりよ
い教育課程の編成について指導
していきます。

＊ シラバス ・・・ 各小・中学校で作成する、教科の年間授業時数、各学期及び各期間の大まかな学習内容、評価の観点並びに評価方法が示された学校の授業計画をいう。



〇学校・地域の特色を生かした学力向上・生徒指導対策の推進

・地域に開かれた学校づくりのため
の教育環境を整えます。
・豊かな心をはぐくむための体験活
動の充実を図ります。

・各校において、学校応援団との連携を図り、教育活動に地域の
教育力を取り入れる取組を行いました。
・学校だより等を地域に配布・回覧し、学校の運営方針や教育活
動を積極的に発信しました。

学
教

・学校公開はほとんど中止となりま
したが、学校ホームページによる積
極的な情報発信等を行い、地域に開
かれた学校づくりに努めました。

ｂ
・コロナ禍において、地域に開
かれた学校をどう推進していく
かの模索を続けていきます。

〇ホームページ等を利用した情報発信の推進

・保護者や地域に対して学校の活動
に係る情報を、ホームページ等を利
用して積極的に発信し、学校運営の
改善につなげます。

・各校のホームページに学校の情報や児童生徒の活動状況につい
て掲載し、積極的な情報発信を行いました。
・臨時休業中の課題や学習活動についてもホームページを活用し
て情報発信を行いました。
・学校だよりや学年だより等を定期的に発行し、保護者や地域に
情報発信を行いました。

学
教

・臨時休業、学校公開中止等の措置
をとったため、ホームページや各種
たよりによる情報発信を積極的に行
いました。これにより、困難な状況
下でも、家庭や地域との共通理解を
図りながら教育活動を行うことがで
きました。

ｂ
・今後も、新しい時代に合った
情報発信の在り方を検討しなが
ら、ホームページの充実も図っ
ていきます。

〇コミュニティ・スクールの導入・推進【令和２年度重点項目】

・「地域とともにある学校」の実現
に向け、学校運営協議会において学
校・家庭・地域が総掛かりで当事者
意識をもって取り組めるよう熟議を
重ね、新しい時代に求められる学校
教育の充実と発展を図ります。

・市内６校において、学校運営協議会制度を導入しその成果を全
校で共有しました。
・全校を対象とした研修会は開催を見送りました。

学
教

・コロナ禍における学校の教育活動
の充実を図るため、地域と協働して
学校運営を推進できるよう、各校で
熟議を重ねられました。

ｂ

・全校においてコミュニティ・
スクールを導入するため、先行
導入校の取組を全校で共有し、
よりよい在り方や進め方を引き
続き検討していきます。

42



43

施策３　教職員の資質の向上 P54

○教職員研修の充実

・各校の教職員間での研修を推進
し、教職員相互の連携と指導力を高
めます。

・小中一貫教育により小学校教員が中学校（４人）に、中学校教
員が小学校（４人）に兼務しました。また、教職員の相互連携と
指導力を高めるため、各中学校区での小中一貫教育（学校４・
３・２制）に係る合同研修会を実施しましたが、例年各校１～２
回実施している小・中学校の教員の相互授業参観については、コ
ロナ禍の影響で実施頻度が減少しました。

学
教

・各中学校区で児童生徒の学習状況
を把握し、課題を共有することで、
９年間を見通した系統性を意識した
授業を展開することができました。

ｂ

・家庭学習において小・中学校
で取組の差が見られるため、情
報共有をしながら、家庭への啓
発を含めた取組の推進をしま
す。

・若手教職員研修や教員のライフス
テージに応じた研修など、教職員の
年齢や経験に応じた研修を充実さ
せ、指導力の向上を図ります。

・教職員の指導力と資質向上を図るため、若手教員のための教師
力ビルドアップセミナーを実施（例年１５回→Ｒ２年１０回、延
べ193人参加）するとともに、学校の中核となる教員を対象とす
る学びジョン研修会（例年８回→Ｒ２年２回）を実施しました。
コロナ禍の影響でそれぞれ実施回数は減りましたが、内容を精選
し、効果をあげることができました。

学
教

・今年度は県教育局南部教育事務所
の指導主事等を講師として招聘し、
特に「特別の教科　道徳」の指導方
法等について研修を深めることがで
きました。

ｂ

・コロナ禍の影響で実施できな
かった「特別活動」に係る検収
をはじめ、「業務改善研修」や
「会計事務研修」等、教員が苦
手意識を感じやすい領域に関す
る研修を今後も計画・実施いた
します。

・市立教育センターにおける教職員
対象の各種研修会の充実を図りま
す。

・生徒指導教育相談中級研修会は中止となりました。
・北本教育「学びジョンプロジェクト」研究（年間２回実施）を
実施しました。今年度は昨年度に引き続き、外国語活動・外国語
と特別の教科道徳を研究しました。

学
教

小・中学校の教員がチームを組み、
義務教育９年間における発達の段階
や系統性を重視して研究を進めるこ
とができました。

ｂ
・子供の実態に応じた指導、興
味関心を高める教材開発、教員
の指導方法の工夫・改善を重視
した研修を実施していきます。

○教職員の人事交流の推進

・広域的かつ計画的な人事交流によ
り、教職員の視野を広め、職務経験
を豊かにすることで、魅力ある学校
づくりを推進します。

・学校の活性化と教職員の資質の向上を図るため、当初人事方針
に係る計画を定め、転補、転任を行うなど、他市町と積極的に広
域的かつ計画的な人事交流を実施しました。

学
教

・人事方針に基づく計画的な人事交
流推進により、教職員の資質向上と
学校の活性化を図ることができまし
た。

ｂ

・退職者の増加により新採用教
員や再任用教員が増加している
ことから、今後の教職員の年齢
構成や教員の資質向上を十分配
慮した人事交流を図ります。

・教職員の小・中学校の人事交流や
兼務を推進し、指導力の向上を図り
ます。

・教職員の人事交流を行うことにより教員の指導力の向上を図る
ため、Ｊプラン（＊）や英語専科等により、中学校教諭を小学校
に４人配置するとともに、小中一貫教育に係る教員（２０人[市
費１２・兼務８]）や生徒指導対応教諭（１人）の兼務教員を配
置しました。

学
教

・小中一貫教育の推進を図る兼務教
員や生徒指導対応教諭の発令、Ｊプ
ラン等における教員配置により、中
学校区で課題の共有化と解決策を図
ることができました。

ｂ
・今後も小中一貫教育の推進を
図る兼務教員や生徒指導対応教
諭の発令、Jプラン等の人事交流
を積極的に推進します。



○校内における教職員間の学びあい研修、学びジョン研修の推進

・学びジョンプロジェクトにより、
ベテラン教職員を手本とした若手教
職員への教育技術の伝承を推進す
る。

・学びジョンプロジェクトでは、若手教員の学級経営の指導書力
向上に焦点を当て、ベテラン・中堅教員による講義をとおして指
導技術の伝承を推進しました。
・各校では、ベテラン教員の授業を若手教員が参観する機会を積
極的に設けました。

学
教

・学びジョンプロジェクトの実施報
告を全校で共有し、成果を市内に広
め充実を図ることができました。

ｂ
・新しい時代に求めれる教職員
の資質・能力の向上に向け、引
き続き学びジョンプロジェクト
を効果的に推進していきます。

○働き方改革の推進及び教職員事故防止の徹底【令和２年度重点項目】

・教職員事故絶無を目指し、研修会
の実施やポスター作成等の啓発活動
を行い、意識の向上を図ります。

・全校において、ＩＣカードによる客観的な方法による在校時間
の把握を行い、市教委において集計した個票をフィードバックす
ることにより、各教職員に各自の在校時間を意識させました。

学
教

・各校独自の工夫した取組や教育委
員会の取組により、月あたりの勤務
時間外在校時間が４５時間以下の教
員が、小学校では月平均約４%増加し
て約５０%に、中学校では月平均約１
６%増加して約４６%となりました。

s
・在校時間の把握に努め、教職
員に在校時間に係る意識を高め
ることで、子供と向き合う時間
が確保できるように努めます。

・教職員の倫理確立に係る委員会を
活性化させ、実効性を高めます。

・教職員の意識の向上を図るため、教職員事故防止強化期間を設
け、各校で研修会を実施しました。
（４月全校実施、教職員303人参加）
・倫理確立に係る委員会で事故防止チェックリストを活用し、教
職員事故防止の啓発活動を行いました。

学
教

・教職員事故防止研修会や倫理確立
委員会を中心に、事故防止の取組を
実施することで、教職員の意識向上
を図ることができました。

ｂ
・教職員事故絶無を目指し、教
職員一人一人の教育公務員とし
ての自覚と責任を高める取組を
継続していきます。

○学校衛生管理の充実

・衛生推進者研修会の開催等によ
り、衛生推進者の資質の向上を図る
とともに、学校における労働安全衛
生管理体制の充実を図ります。

・衛生推進者研修会は中止となりました。
・管理職及び教職員へ心の健康について意識づけするため、県か
らの資料を各校へ適宜情報提供しました。

学
教

・令和元年度研修資料を活用するな
どし、管理職及び教職員へ心の健康
について意識付けができました。

ｂ
・今後は研修会等を実施し、管
理職及び教職員の心の健康を守
れるよう努めていきます。

・教職員の健康診断結果への適切な
指導、悩みを共有できる職場づくり
等を推進するとともに、県などの関
連機関との連携をとおして、教職員
の心身の健康管理に努めます。

・各校において、学校医（健康管理医）と連携を図り、教職員の
健康診断結果から適切な指導を受けられる機会を設定するととも
に、悩みを共有できる職場づくりに努めました。

学
教

・教職員の健康診断結果をもとに、
学校医の協力のもと、面談を実施
し、教職員の健康保持に努めまし
た。

ｂ
・今後も学校医との連携を密に
し、教職員が相談しやすい環境
づくりができるよう努めていき
ます。
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施策４　教育環境の整備・充実 P56

○安全に配慮した学校施設の管理と整備の推進【※令和２年度重点項目】

・施設内外の危険箇所や老朽化した
施設・設備の把握に努め、適切な改
修を推進します。

・石戸小学校の劣化が進んでいた擁壁及び外構につきまして、改
修工事を実施しました。
・宮内中学校屋内運動場トイレ改修工事を実施し、経年劣化した
トイレを改修しました。
・南小学校防球ネット設置工事を実施し、校庭周辺の安全確保を
図りました。

教
総

・施設の老朽化の状況に応じ、適切
な施設・設備の改修・更新を実施す
ることができました

ｂ

・老朽化が進んでいる西小学校
給食室について、令和３年度に
建替えを予定しています。
・引き続き、施設の老朽化の状
況を確認し、改修・更新の優先
性を見極めながら進めていきま
す。

○学校施設の有効活用の推進

・各小学校の余裕教室や地域活動室
で放課後子ども教室を実施します。

・子供たちが地域社会の中で心豊かに健やかにはぐくまれるよ
う、地域のボランティアの協力のもと、小学校の余裕教室等を利
用して、放課後に自主的な学習活動や体験活動、スポーツ活動な
どを全ての小学校で行いました。

生
学

・小学校の余裕教室等で「放課後子
ども教室」を実施することにより、
子供たちの健全育成を図るととも
に、学校施設を有効活用することが
できました。

ｂ

・「放課後子ども教室」の活動
拠点となる部屋の安全確保につ
いて、学校とのさらなる調整を
図っていきます。
・放課後子ども総合プランに基
づき、学童保育室との連携した
活動の促進に努めます。

○オープンスペースを活用した学習形態の工夫・研究

・開放的で明るい施設を用いて、子
供たちの元気な活動を充実させま
す。

・各校の施設において、必要性に合わせ多目的室等のオープンス
ペースを活用し、学習形態の工夫をするなど、学習環境を整えな
がら、学習活動を展開しました。

学
教

・外国語活動の授業などにおいて開
放的な環境の中、意欲的にのびのび
活動する子供たちの姿が見られまし
た。

ｂ
・子供たち一人一人に合った課
題を明確にし、適切な指導を
行っていきます。

○高等学校等の入学準備金貸付事業の推進

・経済的な支援を必要とする家庭に
対し、高校、大学等の入学金を無利
子で貸し付けることで、就学の機会
を得やすくします。

・入学準備金について、大学等３件、高等学校２件、計５件、
1,600,000円の貸し付けを行いました。
・入学準備金貸付事業について、市の広報紙により周知を行いま
した。（１１月号）

学
教

・入学準備金の貸し付けにより、進
学に係る支出の一部を支援すること
ができました。

ｂ

・貸し付けについて、今後も広
報紙による周知を行います。
・貸付金の回収については、返
済が滞納している家庭への勧奨
を行います。



○私立幼稚園助成金補助事業の推進

・幼稚園の教材費に助成金を支給す
ることで、社会環境の変化により、
重要な位置にある幼児教育の振興と
幼稚園での学習内容を更なる充実を
図ります。

・私立幼稚園助成金について、市内９園の私立幼稚園（対象園児
数：1,111人）に対し、総額440,440円を支給しました。

学
教

・助成金の支給により、幼児教育に
必要な教材の充実が図られました。 ｂ

・私立幼稚園に対し、今後も同
様に助成金を交付し、幼児教育
の充実を図っていきます。

○就学援助制度の周知及び支援

・経済的な理由によって教育の機会
が失われないように、保護者に対し
て、学用品費や給食費等の一部を助
成し、経済的な負担の軽減を図りま
す。また、制度の周知に努めます。

・就学援助費について、小学校191人、12,375,592円、中学校130
人、11,293,030円の支給をしました。
・新入学児童・生徒に対し、新入学学用品費を入学前に支給しま
した。

学
教

・就学援助費の支給により、就学に
係る保護者の負担を軽減することが
できました。
・新型コロナウィルスに係る経済的
支援として、広報紙に制度について
再掲しました。

ｂ

・制度の周知を図るため、新入
学説明会時や在校生に対し、通
知を配布します。
・広報紙及び市ホームページに
掲載します。

○特別支援教育就学奨励事業の推進

・小・中学校の特別支援学級に在籍
する児童生徒の保護者に対し、学用
品費や給食費等の一部を助成し経済
的な負担を軽減し、特別支援教育の
振興を図ります。

・特別支援教育就学奨励費について、小学校38人、2,364,521
円、中学校19人、1,507,360円を支給しました。

学
教

・特別支援教育就学奨励費事業の推
進により、就学に係る経済的負担を
軽減することができました。

ｂ
・特別支援教育学級に在籍する
児童生徒の保護者に制度の案内
を実施します。
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施策５　学校経営の改革推進 P58

○学校の組織体制の整備・充実

・校長は、学校経営のビジョンを明
確に提示し、教職員の共通理解のも
と、リーダーシップを発揮した学校
経営を推進します。

・特色ある学校経営を推進するため、各校長が学校教育目標の具
現化・具体策を示し、特色ある取組等を示したグランドデザイン
を作成しました。そして、教職員に明示して目標及び目標具現化
のための具体策を共有しました。

学
教

・校長が経営ビジョンと運営計画を
グランドデザインで明示し、教職員
が共通理解することで、チームとし
て教育活動を取り組みました。

ｂ
・今後も校長のリーダーシップ
のもと、学校組織として特色あ
る取組を推進します。

・校長と教頭を中心に教職員集団を
とりまとめる主幹教諭や中堅教職員
などのミドルリーダーの育成を支援
します。

・責任ある役職を任せることでリーダーの自覚を高めるため、
小・中学校に主幹教諭（７名）を配置するとともに中堅教職員を
校務分掌の主担当として配置し、力量を発揮できるよう、校長や
教頭にミドルリーダーの育成を促しました。

学
教

・学校課題研究で主幹教諭や教務主
任、各主任が中心となり組織的な課
題解決が着実に取り組まれました。

ｂ

・若手教職員が急増し、年齢構
成の二極化が顕著なため、今後
も主幹教諭や中堅教職員等のミ
ドルリーダー育成を充実させ、
組織力の向上を目指します。

○学校運営に係る情報公開の推進

・学校経営について、保護者等への
情報発信を積極的に行います。

・各校で、学校だよりやホームページの活用、保護者会、学級懇
談会、ＰＴＡ総会や役員会等の開催の機会を活用し、学校経営に
関する情報発信を積極的に行いました。

学
教

・様々な媒体・機会を活用し、学校
評価・学校経営・日々の教育活動の
様子を、積極的に情報発信・公開し
ました。

ｂ
・年度当初に学校経営方針等を
ホームページで紹介し、年度末
には成果を発信することで、学
校運営の情報共有を図ります。

・学校公開、学校だより、ホーム
ページ等により、各小・中学校の様
子を発信します。

・各校において、学校公開日の設定、土曜参観の実施、定期的な
学校だよりの発行、ホームページの更新を行い、日々の学校の様
子を発信しました。

学
教

・計画的な実施と定期的な発行、
ホームページの随時更新等により、
日々の学校の様子を発信することが
できました。

ｂ
・各校で様々な媒体や機会を積
極的に活用し、分かりやすく一
貫性のある情報発信に取り組ん
でいきます。

○全職員を対象にした人事評価制度の活用

・様々な教育課題の解決に向けて、
すべての教職員の力を結集して目指
す学校像の実現を図ります。

・教職員一人一人が教育課題の解決に向け教科指導、学年・学級
経営、生徒指導、その他の校務等の年度の目標とその方策を立て
るとともに、チームワーク行動の重点項目を設定し、達成度の評
価と課題の分析を行うとともに、校長、教頭との面談をとおして
校長の目指す学校像の実現に教職員の力を結集しました。

学
教

・計画的に着実に人事評価を行うこ
とで、教職員が自らの教育活動を評
価し資質の向上を図ることができま
した。

ｂ
・各校の教育課題を明確にし、
目指す学校像の実現に向け、今
後もより丁寧に人事評価制度を
活用していきます。

・教職員の職務遂行過程で発揮され
た能力、執務姿勢を正しく評価し、
教職員の育成を図ります。

・１２月以降に教頭は教職員の達成状況申告を評価しました。ま
た、校長が一人一人の教員と面談を行い、人事評価の結果を
フィードバックして、教職員に指導・助言を行い、教育課題への
取組等、職務遂行過程で発揮された能力や執務姿勢を評価し、教
職員の育成を図りました。

学
教

・教職員が校長の目指す学校像の実
現と連鎖した目標を定め、その目標
を達成するために取り組みました。
また、校長がその取組を評価するこ
とにより教職員の資質及び能力の向
上を図ることができました。

ｂ

・今後もより丁寧に人事評価制
度を活用していくとともに、校
長及び教頭が教職員を正しく評
価できるよう評価者研修を実施
していきます。



　　　　施策１　家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進

　　　　施策２　地域の教育推進体制の充実

　　　　施策３　子供の読書活動の推進

　　　　施策４　地域活動室事業と学校応援団の活用の推進

基本目標Ⅳ
家庭・地域の教育力の向上

　主に保護者が子供たちに基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを身に付けさせるために行う、家庭教育に関する学
習機会の充実とＰＴＡ活動の推進を図るとともに、地域の教育推進体制の充実を図ります。
　また、こども図書館等を活用して、親子で読書に親しむ機会を提供するなど、子供の読書活動の推進を図ります。
　さらに、地域活動室事業と学校応援団の活動の推進をとおして地域との絆を深め、地域の教育力の向上を図るとともに、学校
における教育活動の充実を図ります。
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事
業

個別取組
令和２年度

取組状況・実績

施策１　家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 P60

○家庭教育支援事業の充実【※令和２年度重点項目】

・家庭の教育力をより向上させるた
め、入学前児童の保護者対象の子育
て講演会等を実施します。

・子供の発達段階に応じた子育てについて理解を深めていただく
ため、小学校入学前の子供を持つ保護者を対象に「新入学児童を
もつ親としての心がまえ」などの子育て講座を開催しました。
（6回開催、延べ396人参加）
※中学校の子育て講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、学校説明会が中止となったことから合わせて中止としまし
た。

生
学

・小学校の就学時健診に合わせて子
育て講座を実施し、多くの保護者に
講座を受けていただくことで、発達
段階に応じた子育てについて理解を
深める機会を提供することができま
した。

ｂ

・子供の発達段階に応じた子育
てを一層理解していただくた
め、子育て講座を実施するとと
もに、当該講座について保護者
のニーズを踏まえ、より充実し
た内容にしていきます。

○ＰＴＡ活動の推進

・教育講演会等、事業の活性化を図
るとともに、各小・中学校のＰＴＡ
が相互に情報交換し、協力できるよ
う、北本市ＰＴＡ連合会に対する支
援を行います。

・家庭教育講演会「ハートピア２１」は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため実施しませんでした。
・北本市ＰＴＡ連合会の活動を支援するため、補助金290,000円
の予算を確保しました。

生
学

・各ＰＴＡ単位で会員が話し合いを
することで協働する意識が高まりま
した。
・様々な方法でＰＴＡ活動を支援
し、ＰＴＡ活動の推進を図ることが
できました。

ｂ
・より主体的なＰＴＡ活動の推
進を図るため、助言や情報提供
等の支援を充実していきます。

基本目標Ⅳ　家庭・地域の教育力の向上

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書



施策２　地域の教育推進体制の充実 P61

○自然体験活動等の推進

・地域性を生かした自然体験活動等
の取組を推進します。

・地域の方の協力を得て、各小学校で野菜の種まき、収穫等の体
験活動や、花植え等を実施しました。

学
教

・地域の方の協力で、農業体験など
で自然とふれあう活動の実践をとお
して、農業や食育に興味を持つ児童
がみられるようになりました。

ｂ

・土とのふれ合いは、児童に
とって大切であるため、今後も
農地の確保と農業経営者との綿
密な打合せを実施していきま
す。

○放課後子ども教室事業における北本市放課後子ども総合プランの推進【※令和２年度重点項目】

・放課後子ども教室と学童保育室の
児童が北本市放課後子ども総合プラ
ンに基づき、共通プログラムに参加
する活動を推進していきます。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学童保育室との共
通プログラムの開催を中止しました。

生
学

・次年度開催に向けた準備を進めま
した。 －

・地域（コミュニティ等）との
連携を密にし、事業への理解・
関心を深めて、継続的に地域の
人材の参画を図っていきます。

○青少年の健全育成活動の促進

・青少年の健全育成に係る情報交換
会を設けるなど、関係団体の取組を
支援します。

・北本市青少年育成市民会議の活動を支援するため、補助金
98,350円を交付しました。
・「郷土きたもと」をテーマとした活動を通して、青少年の健全
育成及び青少年のふるさと意識の高揚を図るため、青少年ふるさ
と学習事業を北本市青少年育成市民会議に委託しました。

生
学

・新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、非行防止街頭キャンペー
は中止しましたが、「ジュニアオー
プンステージin きたもと写真展」を
開催し、青少年の健全育成に関係す
る団体の活動を市民に紹介すること
ができました。
・青少年ふるさと学習を通して、ふ
るさと意識の高揚を図ることができ
ました。

ｂ
・さらに幅広い参加を募り、青
少年の健全育成の啓発を深める
ために助言や情報提供等の支援
を充実していきます。

○学校公開の実施

・学校公開の実施をとおして、教育
に対する地域の理解を深め、関心を
高めます。

・学校教育に対しての理解を深めていただくため、各校で保護者
や地域の方を対象に、児童生徒の様子や学校の環境を公開する学
校公開を行いました。例年は各校７回程度実施しておりました
が、今年度はコロナ禍の影響で、消毒等の衛生管理を徹底しなが
ら、回数を制限して行いました。

学
教

・学校公開により、コロナ禍におい
て教職員が工夫して教育実践を行う
様子や、児童生徒が学習したり発表
したりする姿を保護者や地域の方々
にご覧いただくことができました。

ｂ

・「ｗｉｔｈコロナ」の時代及
び令和の時代の新しい教育を、
児童生徒の学ぶ姿や学校の環境
などを公開することで、地域の
理解を深めていきます。
・学校公開日には、多くの人の
出入りがあるため、児童生徒の
安全面に配慮していきます。

50



51

施策３　子供の読書活動の推進 P63

○読書に親しむ機会の提供と充実

・おはなし会を定期的に実施すると
ともに、季節毎の各種行事において
ブックトークや読み聞かせを実施し
ます。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、おはなし会や読み
聞かせ等の開催を中止しました。

生
学

・次年度開催に向けた準備を進めま
した。 －

・子供の読書活動を推進する市
民団体と連携して、おはなし会
や行事を開催し、子供が読書に
親しむ機会を増やしていきま
す。

・おすすめ本の展示など、利用者へ
積極的に情報を提供し、読書への動
機付けを促進します。

・子供たちが読書の幅を広げ読書の体験を深めるきっかけを提供
するために、様々な分野の本の展示を行いました。
・文化を伝える季節の本、行事の本など、利用者の興味関心を引
く本の展示に努めました。

生
学

・様々な分野の本の展示を行い、利
用者により多くの本を紹介すること
ができました。

ａ
・子供たちや保護者の課題解決
に役立つ本やニーズの高い本
を、テーマを定めて展示してい
きます。

・子供の読書活動を推進するための
講座を開催し、親子で本に親しむた
めの動機付けや機会を設けるととも
に、図書館分室を充実させ、子供の
読書活動への支援を図ります。

・子供のやる気を起こさせる講座を開催し、子供の読書への動機
づけを即す機会を設けた。
・３分室には新しい本を購入し、水曜・土曜の午後開室し、中央
図書館が遠い子供にも利用の機会が増えるよう努めました。

生
学

・中央図書館とこども図書館には、
可能な限り複本を購入し、分室には
新しい本を購入し、子供が身近に本
に接する機会を増やすことができま
した。

ｂ
・子供たちや保護者が、身近に
本に接する機会を更に増やして
いきます。

○読書環境の整備・充実 　

・子供の発達段階に応じた読書環境
を整えるとともに、気兼ねなく乳幼
児を図書に親しませることができる
環境づくりを進めるため、こども図
書館の充実を図ります。

・テーマごとに図書の展示会を年間81回開催しました。
・図書を新規に1,988点購入し、蔵書の充実を図りました

生
学

・蔵書を増やすとともに図書の展示
を行い、より多くの本に親しめる機
会を提供しました。

ｂ

・こども図書館の蔵書構成に注
意を払い、子供や保護者が興味
関心を持って様々な分野の図書
に触れられるよう、指定管理者
と協力して選書に取り組みま
す。
・北本市子ども読書活動推進計
画に基づき、読書活動の推進と
環境整備に努めていきます。



施策４　地域活動室事業と学校応援団の活動の推進 P64

○地域活動室事業の推進

・地域活動室に関する周知を行い、
地域住民の参加を促すとともに、児
童生徒と地域住民の交流を支援して
地域活動室の活性化を図ります。

・新型コロナウイルス感染症対策を施しながら、できるだけ趣旨
に沿った利用を促し、活性化を図りました。
・地域活動室にコーディネーターを配置し、地域と学校との連絡
調整を行いました。

学
教

・中止・縮小した活動も多くありま
したが、活用の周知などは引き続き
行いました。

ｂ
・感染対策の上で、活用を推進
できるよう、今後もコーディ
ネーターと連携を図っていきま
す。

○学校応援団の活動の推進【※令和２年度重点項目】

・児童生徒の学習支援、ゲスト
ティーチャーとして授業に参加して
いただくなど、地域の教育力の活用
を図ります。

・各校の実態に応じ、できる範囲で授業の学習支援、補習の支援
の他、総合的な学習の時間等でゲストティーチャーとして地域の
方に参加していただくなど、積極的に活用しました。

学
教

・活動回数や規模を縮小しました
が、児童生徒の学びを止めず、積極
的に活動できました。

ｂ
・今後も、積極的に地域の教育
力の活用を図るため、ＩＣＴ機
器の利用等も検討していきま
す。

・保護者及び地域住民の挨拶運動や
校舎内外の巡回等への協力をとおし
て、子供の健全な育成を推進しま
す。

・児童生徒の登下校時の見守り活動、安全の視点での校舎内外の
巡回など、児童生徒の安全・安心な学校生活のために、教職員と
協働して活動を行いました。

学
教

・教職員が目の届かない地域全体の
見守りをしていただくとともに、教
職員とは違った視点で巡回していた
だき、多角的に安全の向上を図るこ
とができました。

ｂ
・教職員とは異なる視点で学校
を見ることの重要性を認識し、
今後も積極的に多方面からの安
全指導・点検をしていきます。

・保護者や地域住民の学校清掃活動
や美化活動への参加をとおして、校
内環境の整備を推進します。

・校地内の樹木の剪定、草刈り、トイレ清掃に加えて、新型コロ
ナウイルス感染症対策のための消毒作業にも協力をいただき、校
内環境の整備を推進しました。

学
教

・教職員だけはできない樹木剪定等
にも協力いただき、広い校地を潤い
のある環境にしていただきました。
感染対策の消毒作業にも快く協力し
ていただき、教職員の負担軽減にも
つながりました。

ｂ

・コロナ禍や教職員の働き方改
革等により、学校の清掃活動も
大きく変わりつつあることか
ら、今後も地域の理解と協力を
得られるよう努めていきます。
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　　　　施策１　生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進

　　　　施策２　学習・活動施設の整備・運営の充実

　　　　施策３　文化芸術活動の推進

　　　　施策４　スポーツ活動の推進

基本目標Ⅴ
生涯学習とスポーツの支援

　市民が生涯を通じて学習・スポーツをすることができ、学習・活動をした成果が適切に評価され、社会に還元されるような生
涯学習による生涯学習のまちづくりの実現を推進するとともに、生涯学習・スポーツの活動の拠点となる学習施設の整備・運営
の充実に努めます。
　また、市民への文化芸術活動の発表の場の提供や地域文化の振興をとおして、市民の文化芸術活動を推進します。



事
業

個別取組
令和２年度

取組状況・実績

施策１　生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 P67

○生涯学習啓発活動の充実

・市の広報やホームページ等を活用
した、生涯学習啓発活動の充実に努
めます。

・市の広報紙に、市民大学きたもと学苑、日本薬科大学の公開講
座、市役所出前講座、文化のつどい、きたもとピアノフェスティ
バルの開催案内を掲載し、参加を募りました。
・大学公開講座において、インターネットによる申込を実施しま
した。

生
学

・市内外から多くの参加者を募集す
ることができ、生涯学習の学習環境
について、ＰＲすることができまし
た。

ｂ
・広報紙、市ホームページや生
涯学習情報誌を利用して生涯学
習啓発活動に努め、生涯学習環
境の充実を図ります。

○学習情報の収集及び相談体制の整備

・市民や関係団体の様々な学習ニー
ズに応えるため、学習情報を収集す
るとともに、学習機会や講師に関す
る相談に対し適切に紹介できるよ
う、人財情報バンクの充実を図り相
談体制の整備を行います。

・人財情報バンクについては、市民大学きたもと学苑の講師の方
で希望される講師に登録していただき、相談体制を手厚くするこ
とができました。更に、市民が気軽に学びたいことについて、身
近に講師が居ることを知り、講師の情報を提供することができま
した。

生
学

・人財情報バンクでは、市民大学き
たもと学苑に参加できない方にも、
講師を紹介する機会を提供すること
ができました。

ａ

・今後、市民大学きたもと学苑
講師の人財情報バンク登録を増
やし、様々な角度から講師の情
報提供ができるように拡充しま
す。

○市民大学きたもと学苑の充実

・市民一人一人がライフスタイルに
合わせて学習機会を選び参加できる
市民大学きたもと学苑の充実を図り
ます。

・新規市民教授希望者に対する説明会を開くことで、新たな市民
教授を６名迎え、講座の充実を図ることができました。

生
学

・新たな市民教授により、更に市民
が望む講座が増え、学ぶ機会を増や
すことが出来ました。

ｂ
・これからの市民のニーズに応
えられるよう、新市民教授説明
会を引き続き開催し拡充してい
きます。

○市役所出前講座の開設

・市民団体からの要請に基づき、団
体が主催する学習会に市職員を講師
として派遣する市役所出前講座の充
実を図ります。

・まちづくり・行政関係で10講座、都市計画関係で4講座、教育
関係で6講座などの合計32講座を開設し、市民からの要望により6
回の講座を実施しました。

生
学

・教育・文化等幅広いジャンルの講
座を開催し、市民に市役所の業務に
ついて、ＰＲすることができまし
た。

ｂ
・幅広いジャンルの講座が開設
できるように関係部署との調整
を図っていきます。

計
画
書

基本目標Ⅴ　生涯学習の支援

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
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○大学公開講座の開催及び内容の充実

・市民に高度で専門的な学習機会を
提供する大学公開講座の充実に努め
ます。

・市民に高度で専門的な学習機会を提供する大学公開講座を実施
しました。（日本薬科大学公開講座（2回）、武蔵丘短期大学公
開講座（1回））

生
学

・専門的な学習機会を市民に提供す
ることができました。 ａ

・講座参加者からの意見を参考
にしながら、市民のニーズに
合った講座の開催を検討してい
きます。
・日本薬科大学以外にも新たな
大学との連携を図り、新たな公
開講座の開設を図ります

○子ども大学きたもとの充実

・大学・専門学校の教員や学習施設
の指導者による専門的な講義や体験
活動を通じて、児童の知的好奇心を
引き出す学習の機会を提供します。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。
生
学

・次年度開催に向けた準備を進めま
した。 －

・子供たちのニーズに合った魅
力ある講義の企画・提案及び協
力者（企業や教育機関）の開拓
に努めます。

○国際理解学習・交流事業の推進

・国際理解学習・国際交流の普及奨
励と、国際交流の場の創出を目的と
した国際交流ラウンジ事業を推進し
ます。

・国際交流ラウンジ事業を国際交流ラウンジ委員会に委託し、学
習センターを会場に実施しました。
（外国語入門講座4回開催、日本語指導ボランティア養成講座4回
開催、スキルアップ研修会3回開催）

生
学

・日本語学習会を中心に、国際交流
の場を提供することができました。 ｂ

・今後も日本語学習会を中心
に、国際交流の普及を目的とし
た国際ラウンジ事業を推進しま
す。



施策２　学習・活動施設の整備・運営の充実 P69

○中央公民館・地域学習センター運営の充実

・だれもが幅広く学ぶ学習機会の充
実を図り、生涯学習への意識を高め
ます。

・児童・生徒、高齢者、女性等あらゆる年齢、種別を対象にした
各種講座、イベントを開催し、生涯学習の機会の提供を図りまし
た。
　文化センター
　　公民館事業　　99日　1,666人参加
　　自主文化事業　12日　1,420人参加
　地区公民館
　　主催、共催及び支援事業98件　6,123人参加

生
学

・高齢者学級については、高齢者の
意欲向上と生涯学習の推進に繋げる
ことができました。
・女性向けや親子参加の講座を実施
することで、様々な方に生涯学習の
機会を作ることができました。

ｂ

・高齢者学級において、新たな
参加者を増やすため、講座の内
容の充実を図っていきます。
・女性や親子の参加を増やすた
めに、休日の講座の実施など運
営方法について研究していきま
す。

・機能的で利用しやすい施設づくり
を目指して、老朽化している施設設
備を計画的に改修・充実するととも
に、適切な管理運営と緊急時におけ
る体制整備に努めます。
【※令和２年度重点項目】

・公民館等の各種設備修繕と消防訓練を実施し、良好な施設維持
管理と緊急時体制の整備を行いました。
【各公民館等の主要修繕】
　南部公民館：屋上防水等改修工事
　勤労福祉センター：冷温水発生器修繕等
　西部公民館：揚水ポンプ修繕工事等
【緊急時体制】
緊急時対応マニュアルを作成し運用しています。

生
学

・避難訓練を定期的に実施すること
により、災害等が発生した際の対応
が明確となり、利用者の安全性の確
保ができました。

ａ

・施設の老朽化が進む中で効果
的に改修し、適切な施設運営が
できるよう、今後も計画的に改
修を行います。
・緊急時対応マニュアルを効果
的なものとするため、周知徹
底、更新を行っていきます。

○各種文化事業の充実と展開

・地域文化の振興に寄与するため、
本市の文化事業の理念や市民ニーズ
を反映させた自主文化事業を開催し
ます。

・市民が優れた芸術・文化に触れ合い、楽しむ機会を創出するた
め、ロビーコンサート、東京音楽大学提携コンサートを開催し、
市民に良質な音楽を提供しました。
・市民が落語を身近に楽しめる若手落語応援会を開催しました。
・幼児と子育て世代を対象に、情操を育成する子ども劇場を開催
しました。

生
学

・コロナ禍の中、演奏会を開催する
ことに制限をかけつつ、身近にの音
楽を聴く機会を提供することが出来
ました。
・落語を楽しみにしている年齢層
に、制限をかけながらも、楽しむ機
会を提供することが出来ました。
・子育て世代に、親子で参加できる
子ども劇場を開催し、身近に情操教
育の機会を提供できました。

ｂ
・あらゆる世代の市民が優れた
芸術文化に直接触れられるよ
う、様々な企画を実施していき
ます。

・本市の音楽文化の創造と発展のた
め、北本ピアノフェスティバルを開
催します。

・第5回きたもとピアノフェスティバルの開催を予定していまし
たが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止とし、代替事業
「スタインウェイを弾いてみませんか？」を実施しました。

生
学

・文化センターホールで日ごろの練
習の成果を披露していただくこと
で、市民の音楽文化の発展に寄与す
ることができました。

ａ
・ピアノフェスティバルは市民
の発表の場として、さらなる事
業の充実を図り、来場者数の増
加に努めていきます。
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○野外活動センターの運営の充実【※令和２年度重点項目】

・野外活動や体験活動を行うための
施設として有効活用されるよう、適
切な施設の整備と管理運営に努めま
す。

・安全な施設の維持管理を図るため、施設設備の日常・定期・緊
急点検等を適切に実施し、破損箇所等の修理を迅速に行いまし
た。
・コロナ禍においても、安全対策をとりながら、施設の管理運営
を行いました。

生
学

・設備点検及び迅速な修繕を実施し
たほか、新型コロナウイルス感染症
対策を実施することにより、野外活
動や体験活動で施設が有効活用され
ました。

ｂ

・施設の一部で経年劣化による
不具合が発生しているため、安
全に利用できるよう日常点検と
適切な修理を行っていきます。
・施設を有効利用し、さらなる
集客を図れるようＰＲの方法、
イベント内容などを工夫してい
きます。

○視聴覚資料の有効活用

・視聴覚機材・機器及び資料的価値
のある映像の有効活用を図ります。

・プロジェクター、ＤＶＤソフトなどの視聴覚機器・ソフトにつ
いて、貸し出しを行いました。
（貸出件数　機器：0件、ソフト：137件）

生
学

・視聴覚機器、ソフトの貸し出しを
行うことにより、学習活動の推進を
図ることができました。

ｂ ・引き続き図書館で機器の貸し
出しを実施していきます。

○プラネタリウムの運営の充実

・幼児・児童に対し、豊かな情操を
はぐくむことを目的として実施する
団体投影の内容の充実を図ります。

・子供たちを対象にした団体投影を実施しました。
　無料投影　13回　235人
　有料投影　10回　117人

生
学

・小学生には、リクエストに対応し
た投影内容の充実を図りました。
・保育所や幼稚園等の幼児に対して
は、オリジナルの投影プログラムを
上映しました。

ｂ

・来場者を増やすため、魅力あ
る番組作成やインターネットを
利用した広報活動を実施し、市
外の幼稚園等にも広報していき
ます。

・自然事象への興味を深めてもらう
ため、事前学習と文化センター屋上
で実際の望遠鏡を使用した天体観望
会を定期的に開催します。

・望遠鏡や星座早見盤を使った天体観望会を文化センター屋上で
行いました。（回数6回）

生
学

・事前学習と実際の望遠鏡を使用し
た天体観望会を実施することで、自
然事象への興味を向上することがで
きました。

ｂ
・望遠鏡が老朽化しているた
め、望遠鏡を修繕するなど対策
を検討していきます。

・デジタルシステムの機能を十分に
発揮した、魅力的な映像番組を投影
します。

・星空を中心にした番組、家族で楽しみながら学ぶ番組、宇宙科
学をテーマにした番組等のほか、こどもに人気のキャラクターが
登場する番組を用意するなど来館者が見たい番組を選べるように
しました。

生
学

・コロナ禍においても感染対策を実
施し、プラネタリウムを楽しんでい
ただけました。

ｂ
・来場者を増やすため、魅力あ
る番組作成や投影内容を工夫し
ていきます。



○図書館運営の充実

・市民の読書を支援するとともに、
地域や市民の課題解決に必要な各種
資料や情報の整備・充実に努めま
す。

・図書館資料の整備・充実を図りました。（新規購入図書資料
中央図書館8,005点、こども図書館1,988点）
・レファレンスサービスを実施しました。（中央図書館1,868
件、こども図書館3,453件）

生
学

・図書資料の整備・充実を図ったほ
か、レファレンスサービスを行うこ
とで利用者の支援を行いました。

ｂ

・蔵書を充実させるとともに、
他の公立図書館との相互貸借の
制度等を活用し、充実した読書
活動が行えるよう支援していき
ます。

・廃棄図書のリサイクルを実施し、
関係機関等への資料提供と再活用を
推進します。

・廃棄図書について、小中学校、保育所、公民館に情報提供し、
リサイクルを実施しました。

生
学

・関係機関と連携して廃棄図書をリ
サイクルして活用することで、地域
の図書資料の充実に繋がりました。

ｂ
・関係機関と連携して廃棄図書
のリサイクル活用を実施してい
きます。

・中央図書館と公民館に置く図書館
分室とのネットワークを強化し、利
便性の向上を図るとともに、こども
図書館の利用を促進します。

・中央図書館、図書館分室、こども図書館のネットワークを強化
し、市民サービス向上に努めました。
・中央図書館、こども図書館、児童館が行事等での連携を図り、
利用促進に取り組みました。
・「図書館を使った調べる学習コンクール」を開催し、9作品の
応募があり、子供たちの図書への興味の向上、読書活動の推進を
図ることができました。

生
学

・中央図書館、図書館分室、こども
図書館のネットワークを強化し、利
用者の利便性の向上が図られまし
た。

ｂ
・中央図書館、図書館分室、こ
ども図書館のネットワークを強
化し、図書館の利用促進を図っ
ていきます。

・視覚障がい者などに対するデイ
ジー図書の貸出サービスを推進しま
す。

・視覚障がい者等向け音声サービスの充実を図るため、日々の新
聞情報や図書館蔵書についてボランティア協力のもと、デイジー
図書を作成しました。（デイジー図書貸出1,248件）
・対面朗読は中止しました。

生
学

・市民のボランティア活動によりデ
イジー図書を新規作成し、視覚障が
い者の読書機会の拡大が図られまし
た。

ｂ

・デイジー図書の蔵書点数を増
やして、サービスの充実を図っ
ていきます。
・新規の朗読者を支援してデイ
ジー図書の作成に取り組んでい
きます。

・おはなし会をはじめ各種行事にお
けるブックトークや読み聞かせを魅
力あるものとし、子供の読書活動へ
の支援を推進します。
【※令和２年度重点項目】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、おはなし会や読み
聞かせ等の開催を中止しました。

生
学

・次年度開催に向けて準備を進めま
した。 －

・こども図書館の更なる利用促
進を図っていきます。
・関係団体（北本市子ども文庫
連絡会・北本子どもの本を楽し
む会）と連携し、おはなし会や
行事を充実させていきます。
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施策３　文化芸術活動の推進 P71

○市民文化祭の開催

・市民に文化芸術の発表の場を提供
するとともに、文化芸術に親しむ
人々の輪を広げるため、市民文化祭
を開催します。

・第55回市民文化祭芸術展は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止しました。
・第55回市民文化祭文化のつどいは、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止しました。
・代替事業として「文化のつどい写真展」を実施しました。

生
学

・第55回市民文化祭文化のつどいの
代替事業として、「文化のつどい写
真展」を実施し、主な出演団体の活
動を市民に紹介することができまし
た。

ａ

・より多くの方からの出品と来
場していただくため、企画及び
広報活動をさらに充実していき
ます。
・文化のつどいの運営方法につ
いて、出演団体がより参画しや
すい検討を行います。

○市民文芸誌の刊行

・市民の文芸活動の振興を図るた
め、詩、俳句、小説等を公募し、掲
載するための市民文芸誌「むくろ
じ」等を刊行します。

・小学生から高齢者の方まで幅広い年代の作品を掲載した、市民
文芸誌「むくろじ第44号」を発行しました。
（応募者数 一般75点、ジュニア3点、1冊800円で販売）

生
学

・小学生から高齢者まで幅広い年代
の作品を掲載し、市民の文化創造活
動を促すとともに、北本市の文化の
振興に寄与することができました。

ｂ
・より多くの方に作品を応募し
ていただくために、広報活動を
充実していきます。

○文化団体等の活動の支援

・文化団体等が行う事業活動につい
て名義後援等を行い、団体等の活動
を支援します。

・各種文化団体等が主催する発表会等について、名義後援を実施
しました。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からサークル活動が
自粛されていたため、生涯学習情報誌は発行を中止しました。

生
学

・事前連絡や各種団体との調整を密
にとり、各文化団体がその特徴を生
かした活動を行うことを促すことが
できました。

ｂ
・文化団体がさらに幅広く活動
できるように配慮していきま
す。



施策４　スポーツ活動の推進 P71

○ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

市民が年齢や性別、障がいの有無に
関係なく、スポーツに親しむことが
できるようスポーツ関係団体と連携
を図り、様々な大会や教室の開催に
努めます。

新型コロナウイルス感染症の影響で、多くのスポーツ団体の大会
や教室が中止となりました。

生
学

コロナ禍でも、いくつかの教室を開
催しましたが、感染対策を徹底して
実施し、市民に数少ない運動の機会
を提供することができました。

－
コロナ終息後には、多くの大会
や教室が開催できるよう引き続
き関係団体の支援をして参りま
す。

○スポーツ環境の整備

・体育センターがスポーツ施設とし
て有効活用されるよう、適切な整備
と管理運営に努めます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、4月1日から6月8日まで
休館となり利用者の大幅な減少となりました。

生
学

体育センターの再開にあたっては、
新型コロナウイルス感染症予防対策
を講じて安全安心な利用を市民に提
供することができました。

ｂ
引き続き市民に安全安心な利用
をいただけるように感染対策を
徹底します。

学校体育施設を多くの市民が身近な
スポーツの場として活用できるよう
に施設開放の充実に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、7月まで休止していた
ため、利用者の大幅な減少となりました。

生
学

再開にあたっては、感染症予防対策
を徹底し、市民にスポーツ活動をす
る場を提供することができました。

ｂ
引き続き感染予防に協力いただ
きながら、学校開放施設の利用
促進を図ります。

○スポーツ推進体制の整備

地域のスポーツ関係団体を育成する
とともに、その支援に努めます。

北本市スポーツ協会、北本市スポーツ少年団、北本市レクリエー
ション協会に補助金を交付し活動を支援しました。

生
学

各団体が活動することで本市のス
ポーツ活動の普及が推進されまし
た。

ｂ 引き続き支援を継続して参りま
す。

スポーツ活動を支える指導者の育
成・支援に努めます。

地域のスポーツ活動の指導者であるスポーツ推進委員を活用して
ニュースポーツ教室を開催する等、スポーツ指導者の育成・支援
の場の提供に努めました。

生
学

指導者の育成・支援の場であるとと
もに、市民に対してもスポーツをす
る機会を提供することができまし
た。

ｂ 引き続きスポーツ推進委員の支
援を継続して参ります。
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○オリンピック・パラリンピックへの支援【※令和２年度重点項目】

聖火リレーの実施にあたり関係機関
と連絡調整を適切に行い、実施に向
けて準備します。

新型コロナウイルス感染症の影響で、オリンピック・パラリン
ピックが１年延期となり、それに伴い聖火リレーも１年延期とな
りました。令和3年7月8日の実施に向けて関係団体と連絡調整を
行い実施に向けて準備を行いました。

生
学

関係機関と連絡調整を密に行い、適
切に準備ができました。 － 実施本番に向けて引き続き準備

を行います。

アルジェリアのホストタウンとし
て、パラアスリートの事前キャンプ
受入や、交流、アルジェリア関係者
との交流を適切に行います。

新型コロナウイルス感染症の影響で、オリンピック・パラリン
ピックが１年延期となり、それに伴い事前キャンプの受け入れも
１年延期となりました。
アルジェリアパラリンピック委員会と事前キャンプ受入に向けて
適切に調整を行いました。

生
学

アルジェリアパラリンピック委員会
と調整を行い、受け入れに向けて準
備を行いました。

－ 受け入れ本番に向けて引き続き
準備を行います。

オリンピック・パラリンピックの機
運醸成や市民への情報提供を適切に
行います。

10月29日に東京2020オリンピック聖火リレートーチの展示を市役
所庁舎ホールで行い、多くの市民にトーチを観覧いただいきまし
た。。

生
学

多くの市民へオリンピック・パラリ
ンピックの機運醸成を行うことがで
きました。

ｂ
引き続き市の広報やHP、SNSを活
用してオリンピック・パラリン
ピックの機運醸成に努めます。



　　　　施策１　文化財保護の調査と研究

　　　　施策２　文化財の保存と管理

　　　　施策３　文化財の啓発と活用

　　　　施策４　郷土芸能の継承と支援

基本目標Ⅵ
文化財保護の推進

　地域で長く培われてきた北本の歴史・伝統・文化への理解を深め、次の世代に守り伝えるため、貴重な重要遺跡などの文化財
の調査・保存を進めるとともに、郷土芸能の保存と振興に努めます。
　また、文化財への理解を深め、これを活用するため、文化財の情報の発信と啓発事業の充実に努めます。
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事
業

個別取組
令和２年度

取組状況・実績

施策１　文化財保護の調査と研究 P73

○文化財の調査・研究

・デーノタメ遺跡、石戸城跡など貴
重な埋蔵文化財包蔵地については、
積極的な内容確認調査を行い、史跡
指定に向けて取り組みます。また、
学識経験者や専門機関と連携し、遺
跡の重要性について情報発信をしま
す。

・デーノタメ遺跡の保存・活用に向けて文化庁、埼玉県教育委員
会と協議を進めました。出土遺物の分析作業については、土壌サ
ンプル中の微細な花粉の分析、年代分析等のための準備を進めま
した。また、遺跡の構造、性格等を確認するため、現地における
内容確認調査を実施し、縄文時代中期の包含層について分布状況
を明らかにすることができました。
・お茶屋遺跡において内容確認調査を実施し、近世期の館に伴う
構堀の存在を明らかにしました。この結果、文献資料とあわせた
考察により、徳川将軍家にゆかりのある「御茶屋」の遺構である
ことがほぼ明らかとなりました。また、この成果については地元
住民を対象に、現地説明会を実施しました。

文
化
財

・デーノタメ遺跡における内容確認
調査を継続的に実施することによ
り、遺跡の性格や遺存状態につい
て。新たな知見を得ることができま
した。
・御茶屋の存在が考古学的手法によ
り明らかにされ、北本市にとって重
要な史跡の発見に繋げることができ
ました。また、調査結果を地元住民
を中心に公開することもできて、地
域におけ郷土の歴史を親しんでいた
だく機会とすることができました。

ｂ

・デーノタメ遺跡については、
遺跡への理解を深めることを目
標に、シンポジウムの開催を検
討するなど、啓発に一層取り組
んでいきます。また、遺跡の性
格をより詳細に把握するため、
内容確認調査および出土遺物の
分析を進めます。さらに、
「デーノタメ遺跡調査指導委員
会」の指導のもと、国・県との
協議を進め、保存と活用に努め
ていきます。
・「御茶屋」については、地元
との連携について、引き続き調
整していく。

○埋蔵文化財の調査

・開発行為等で失われる埋蔵文化財
については、発掘調査を行い、調査
報告書を刊行します。

・埋蔵文化財包蔵地における開発事業に先立ち、記録による保存
措置のため、3件（№97遺跡・中井遺跡・問屋坂遺跡）の発掘調
査を実施しました。
・「雑木林遺跡発掘調査」・「下宿７次・上宿遺跡発掘調査」の
発掘調査報告書を刊行しました。

文
化
財

・文化財保護法に則り、事業者・地
権者と協議・調整を行い、開発事業
等に対して埋蔵文化財の適切な取扱
いに努め、文化財の保護を図ること
ができました。
・開発に伴う発掘調査の報告書を作
成することにより、市内遺跡の調査
成果を公表することができました。

ｂ

・今後も開発事業等に伴う埋蔵
文化財の取扱いについて、文化
財保護法に則り適切に対応して
いきます。
・試掘及び発掘調査が増加傾向
にあることから、専門職員の採
用について人事所管課と協議し
ていきます。

基本目標Ⅵ　文化財保護の推進

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書

＊

＊ デーノタメ遺跡 ・・・ 「デーノタメ」は、北本市を南北に流れる江川の支流付近に、昭和４０年代まであった約千㎡の湧水池の名前。遺跡はこの湧水池を囲む６万㎡程で、

縄文時代中期後期の水場遺構や漆塗土器が発見されている。



○指定文化財にかかる調査研究

・指定文化財の候補となるリストを
作成し、記載された文化財について
の重要性や希少性を評価し、指定に
向けて取り組みます。

・「放光寺旧蔵のガングルマ」と「田島家文書」について昨年に
引き続き調査を行い、文化財保護審議会において当該文化財につ
いて審議し、市指定文化財候補としました。
・新たな指定文化財候補として、「多聞寺所蔵の木食仏」の存在
を確認し、その調査を開始しました。

文
化
財

・指定候補である2件の文化財の調査
を進め、その価値と評価について審
議を進めることができました。
・新たな指定文化財候補の発見を行
うことができました。

ｂ

・今後も、市内に所在している
文化財の調査を実施し、新たな
市指定文化財として保護・活用
できるように努めます。
・指定文化財のうち、破損や劣
化が認められるものについて
は、修復及び復元し、適切に保
存を図っていきます。

○重要遺跡の調査・研究

・「デーノタメ遺跡」の内容確認調
査等を継続していきます。
・「御茶屋」について、文献資料の
収集と発掘調査について継続して実
施していきます。

・デーノタメ遺跡の特徴の一つである、集落に隣接する低地遺跡
については、遺物を伴う泥炭層の存在がより広範囲広がることを
確認しました。
・「御茶屋」の存在を明らかにする重要な知見を得ることができ
ました。

文
化
財

・デーノタメ遺跡の評価と価値をさ
らに高める調査結果を得ることがで
きました。
・全国各地に分布する類例と比べ
て、北本の「御茶屋」は遺存状態が
良く、貴重であることを確認できま
した。

ｂ

・遺跡の価値や評価について、
市民に向けて広く啓発していき
ます。
・「石戸城跡」や「宮岡氷川神
社前遺跡」などの他の重要遺跡
についての調査・研究を実施し
ていきます。

縄文時代中期後期の水場遺構や漆塗土器が発見されている。
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施策２　文化財の保存と管理 P74

○郷土資料室所蔵の史(資)料の整理と台帳化

・市民の求めに応じたレファレンス
サービスに対応できる管理を行いま
す。

・市内で収集された古文書、行政文書についてリスト化し、閲覧
等に対応できるようにしました。

文
化
財

・リスト化と同時に収蔵についても
工夫し、適正な保存管理に努めまし
た。

ｂ
・現在の施設の老朽化、狭隘化
が進んでいることから移転につ
いては公共施設再編のなかで検
討していきます。

○文化財資料の寄贈、寄託の対応

・積極的な対応に努め、資料の散逸
を防ぎます。

・農耕具等の古民具、旧家の古文書など、6件、640点の民俗的・
歴史的資料を収集しました。

文
化
財

・古民具の収集や古文書の解読を行
い、失われつつある民俗資料、歴史
資料の保存・整理を図ることができ
ました。

ｂ

・保管する文化財資料の目録化
を進めていますが、今後も資料
の増加が見込まれるため、保
存・保管施設の確保が課題と
なっています。移転については
公共施設再編のなかで検討して
いきます。

○指定文化財の現況調査の実施

・保存状態、管理状況などを把握
し、必要に応じて所有者への助言、
修繕への補助などを行います。

・個人所有の指定文化財については、文化財の現状確認を文書で
行うとともに、修繕や活用等の助言を行いました。

文
化
財

・指定文化財の適切な管理等につい
て、文書による調査を行い、指定文
化財の管理状況を把握することがで
きました。

ｂ
・指定文化財の適正な保存・管
理・活用を図るため、指定文化
財の現状を確認するための調査
を行います。



○天然記念物の保存・管理

・「石戸蒲ザクラ」や「高尾カタク
リ自生地」などの天然記念物の現況
調査をおこないます。
・必要に応じて、樹木医などの第三
者による診断などをおこない、適切
な管理を行います。

・「石戸蒲ザクラ」につきましては、造園業者と年間管理契約を
結んで、消毒作業や枯損木の処理など適切な管理を行いました。
・「高尾カタクリ自生地」において、年間を通じて雑木林の管理
を行い、育成環境の維持に努めました。

文
化
財

・「石戸蒲ザクラ」の育成につい
て、良好な状態を保つことができま
した。
・「高尾カタクリ自生地」の管理に
より、開花株を大幅に増やすことが
できました。

ｂ
・植物文化財の定期的なモニタ
リングを実施していきます。
・新たな天然記念物の情報収集
に努めます。

○民俗文化財の集中的な収蔵

・市内に分散して収蔵している民俗
文化財を１ヶ所にまとめて管理しま
す。

・「郷土資料室」の移転を計画する過程で、収蔵を一元化するた
め、「北本市公共施設マネジメント計画」において、優先的に整
備を進めることを目指しました。

文
化
財

・民具収蔵については、施設整備の
必要性について全庁的な共通認識を
図ることができました。

ｂ
・現在の分散した施設では効率
が悪く問題が多いため、移転に
ついては公共施設再編のなかで
検討していきます。

○（仮称）文化財保存・活用センターの整備

・文化財保存施設としての整備と、
出土した埋蔵文化財の展示を目指し
ます。

・市で収蔵している文化財の適切な保存と管理を行うために、関
係部署と郷土資料室の移転について協議を行いました。

文
化
財

・文化財の保存・管理・公開の施設
を確定することができませんでし
た。

ｂ
・現在の施設の老朽化、狭隘化
が進んでいることから移転につ
いては公共施設再編のなかで検
討していきます。

○重要遺跡の史跡指定【※令和２年度重点項目】

「デーノタメ遺跡」の史跡指定につ
いて、関係機関、各部署との協議を
進めます。

・庁内の調整会議において、「デーノタメ遺跡」の重要性を共通
認識することにより、開発との共存を目指しました。

文
化
財

・「デーノタメ遺跡」の共存に向
け、調整会議を実施することがでま
した。

ｂ ・庁内の調整会議の中で、検討
していきます。
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施策３　文化財の啓発と活用 P75

○インターネット等による文化財の情報発信

・文化財の情報や最新の調査成果に
ついて情報を発信します。

・市庁舎１階に展示スペースを設け、スポット展示「デーノタメ
遺跡が語るもの」展を年間を通して開催しました。
・学校や地域との連携による小学校社会科授業、市民向けの歴史
講座、歴史探訪会等を支援しました
(8回開催、延べ315人参加)。

文
化
財

・学校や公民館等と連携を図り、体
験学習や出前講座を実施すること
で、児童生徒や市民に郷土の歴史や
文化財にふれる機会を提供すること
ができました。

ｂ

・今後も、歴史的資料や文化財
等を活用した出前講座、体験学
習、歴史探訪会等を実施してい
きます。
・文化財の広報掲載の機会を増
やすよう、所管課へ働きかけて
いきます。
・インターネット等のデジタル
コンテンツの活用を研究してい
きます。
・説明看板の整備に努めます。

○文化財の展示・公開・活用

・埋蔵文化財の展示を積極的に行
い、地域学習に寄与していきます。
・重要遺跡を始め、発掘調査の成果
等の現地説明会を開催します

・郷土資料室の移転に伴う、文化財の公開施設については、「北
本市公共施設マネジメント計画」の中で、優先的に整備を進める
ことを目指しました。
・将来的に策定が必要である「文化財保存活用地域計画」につい
て、積極的に研修参加を行いました。

文
化
財

・施設整備の必要性については、全
庁的な共通認識をもつことができま
した。
・「文化財保存活用地域計画」策定
への必要性を認識することができま
した。

ｂ

・現在の施設の老朽化、狭隘化
が進んでいることから移転につ
いては公共施設再編のなかで検
討していきます。
・「文化財保存活用地域計画」
の策定を目指します。

○文化財の学習・啓発活動【※令和２年度重点項目】

・市内小・中学校・公民館等への出
張授業事業やフィールド学習の充実
に努めます。

・小学校3年生対象の社会科見学会で、石戸蒲ザクラ、板石塔婆
の案内、解説を行いました。
・学校との連携による体験学習については、小学校社会科授業に
おいて、歴史等の授業支援を行いました。
・地域との連携による体験学習については、市役所出前講座、公
民館等が主催する歴史講座、歴史探訪会等を支援しました。

文
化
財

・学校と連携を図り、体験学習や出
前講座を実施することで、児童生徒
に郷土の歴史や文化財にふれる機会
を提供することができました。
・市内の文化財について、講座、散
策の参加者が親しむ機会を設けるこ
とができました。

ｂ
・今後も、歴史的資料や文化財
等を活用した出前講座、体験学
習、歴史探訪会等を実施してい
きます。

・地域史料を活用した「歴史講座」
「古文書読解の会」等の開催に努め
ます。

・市で収集した古文書を教材として、「古文書を読む」の講座を
開催しました。

文
化
財

・古文書からわかる市内の江戸時代
のくらしについて、参加者の理解を
深めることができました。

ｂ
・今後も、市内の古文書を教材
とした講座等の実施をしていき
ます。



施策４　郷土芸能の継承と支援 P76

○郷土芸能団体の支援と後継者育成

・国、県、財団等の補助について情
報を集め、団体の支援につなげるよ
う努めます。
・市内の小・中学校と郷土芸能団体
との連携に努めます。

・国、県の補助制度に加えて、民間団体からの活動補助などの情
報を各団体へ伝え、申請等の支援を行いました。また、後継者育
成のための新会員募集や宣伝の支援を行ってきました。
・小中学校への情報提供を行いました。

文
化
財

・補助金申請について、定例の理事
会などで、情報の提供を行い、各団
体の活動支援につなげることができ
ました。
・市内小・中学校へ、郷土芸能保存
団体連合会などの告知などを行いま
した

ｂ

・補助金の申請対象は指定文化
財であることを条件とすること
が多く、未指定の団体の活動に
ついても補助金の情報を収集し
ていきます。
・会員の募集範囲について、広
域化することを郷土芸能保存団
体連合会へ提案していきます
・小中学校への授業支援を検討
します。

○郷土芸能の記録と情報の発信

・郷土芸能の活動を映像で記録しま
す。
・市内で活動する郷土芸能の魅力を
ホームページ等で発信します。

・郷土芸能大会や北本まつりなどに参加する団体の紹介をパネル
化し、各団体の情報発信を行いました。

文
化
財

・20年以上続く郷土芸能大会の開催
の歴史や活動について、市民に向け
て周知することができました。

ｂ

・郷土芸能の映像の上映機会や
写真展などの企画を考えていき
ます。
・今後も積極的に各種メディア
に働きかけていきます。また、
市ホームページ等にに郷土芸能
保存団体連合会の情報を掲載し
ていきます。

○郷土芸能保存団体連合会の支援【※令和２年度重点項目】

・郷土芸能大会を継続的に開催する
ためこれを共催して支援します。
・市外で活動する郷土芸能団体との
交流について支援します。

・郷土芸能に関連するイベントで、20年を超える活動を続けてい
る自治体が県内には見当たらない中で、令和２年度は第22回目の
郷土芸能大会を企画しました。(コロナ禍で中止)
・郷土芸能大会に市外からゲスト団体を招くことを企画し、各団
体と交流に繋げるため、ゲスト団体への出演についてこれを打診
し、協議を行いました。(コロナ禍で中止)

文
化
財

・教育委員会は共催団体として郷土
芸能大会の企画についてを支援しま
した。
・ここ数年は郷土芸能大会に招く市
外の団体との情報交換や各団体との
交流をについて支援しました。

ｂ

・郷土芸能大会の観客の年代層
を広げていくため、市内小・中
学校、高校等への宣伝に努めま
す。
・郷土芸能大会だけではなく、
日常的な交流や各団体の市外へ
の派遣などを支援していきま
す。
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「ｓ」 「ａ」 「ｂ」 「ｃ」 「－」

施策１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 11 0 2 9 0 0

施策２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 15 0 0 15 0 0

施策３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 5 0 0 5 0 0

施策４ 進路指導・キャリア教育の推進 4 0 0 4 0 0

施策５ 本物にふれる事業の推進 4 0 0 2 0 2

施策６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 8 0 0 8 0 0

施策１ 基本的人権を尊重する教育の推進 4 0 0 4 0 0

施策２ 人権啓発活動の推進 3 0 2 1 0 0

施策３ 心の教育の推進 7 0 0 6 0 1

施策４ ボランティア・福祉教育の推進 2 0 0 2 0 0

施策５ 生徒指導・教育相談体制の充実 8 0 1 7 0 0

施策６ 児童生徒の健康の保持増進 13 0 1 12 0 0

施策７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 13 0 0 12 0 1

施策８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 13 0 0 13 0 0

施策１ 学校４・３・２制（小中一貫教育）をはじめとした異校種間連携の推進 4 0 1 3 0 0

施策２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 6 0 0 6 0 0

施策３ 教職員の資質の向上 10 1 0 9 0 0

施策４ 教育環境の整備・充実 7 0 0 7 0 0

施策５ 学校経営の改革推進 6 0 0 6 0 0

施策１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 2 0 0 2 0 0

施策２ 地域の教育推進体制の充実 4 0 0 3 0 1

施策３ 子供の読書活動の推進 4 0 1 2 0 1

施策４ 地域活動室事業と学校応援団の活用の推進 4 0 0 4 0 0

施策１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 7 0 2 4 0 1

施策２ 学習施設の整備・運営の充実 14 0 2 11 0 1

施策３ 文化芸術活動の推進 3 0 1 2 0 0

施策４ スポーツ活動の推進 8 0 0 5 0 3

施策１ 文化財保護の調査と研究 4 0 0 4 0 0

施策２ 文化財の保存と管理 7 0 0 7 0 0

施策３ 文化財の啓発と活用 4 0 0 4 0 0

施策４ 郷土芸能の継承と支援 3 0 0 3 0 0

　・「－」止むを得ない事情（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための事業中止等）により評価対象外。

　・「ａ」期待水準を上まわる成果を挙げている。
　・「ｂ」期待する成果を挙げている。
　・「ｃ」期待する成果が十分に得られていない。

個別取
組
の数

施策名

基本目標
Ⅰ

基本目標
Ⅵ

＊個別取組にかかる評価（取組評価）の凡例
　・「ｓ」期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。

左記の個別取組の評価内訳

【参考】令和２年度事業の個別取組にかかる自己評価（取組評価）の集計表

基本目標
Ⅱ

基本目標
Ⅲ

基本目標
Ⅳ

基本目標
Ⅴ
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６ 評  価 

 

【評価基準】 

評価記号 評 価 要 素 

Ａ 期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。 

Ｂ 期待する成果を挙げている。 

Ｃ 期待する成果が十分に得られていない。 

 

【点検・評価の集計結果】 

評価記号 自己評価 
外部評価者評価 

清水委員 金子委員 

Ａ ２施策 6.5％ ３施策 9.7％ ２施策 6.5％ 

Ｂ ２９施策 93.5％ ２８施策 90.3％ ２９施策 93.5％ 

Ｃ ０施策 0.0％ ０施策 0％ ０施策 0％ 

合  計 ３１施策 100.0％ ３１施策 100.0％ ３１施策 100.0％ 

 ＊第２期北本市教育振興基本計画に定める３１の施策に対する点検・評価となります。 

 ＊各個別取組の「取組評価」におけるｓ及び a 評価の割合を基に、「施策単位」による評

価を行いました。 

 ＊各事務事業の評価に関することは、各担当課にお問合せください。 

 

【点検・評価の施策ごとの結果】 

基本目標及び施策 
自己 

評価 

外部評価者 

評価 
主管課 

施策の

取組状

況掲載

ページ 

清水 

委員 

金子 

委員 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 9 

２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 11 

３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 14 

４ 進路指導・キャリア教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 15 

５ 本物にふれる事業の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 16 

６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 17 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

１ 基本的人権を尊重する教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 21 

２ 人権啓発活動の推進 Ａ Ａ Ａ 生涯学習課 22 
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３ 心の教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 23 

４ ボランティア・福祉教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 25 

５ 生徒指導・教育相談体制の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 26 

６ 児童生徒の健康の保持増進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 29 

７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 32 

８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 35 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

１ 小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進 Ｂ Ａ Ａ 学校教育課 38 

２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 40 

３ 教職員の資質の向上 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 42 

４ 教育環境の整備・充実 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 44 

５ 学校経営の改革推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 46 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 48 

２ 地域の教育推進体制の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 49 

３ 子供の読書活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 50 

４ 地域活動室事業と学校応援団の活動の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 51 

Ⅴ 生涯学習の支援 

１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 53 

２ 学習施設の整備・運営の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 55 

３ 文化芸術活動の推進 Ａ Ａ Ｂ 生涯学習課 58 

４ スポーツ活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 59 

Ⅵ 文化財保護の推進 

１ 文化財保護の調査と研究 Ｂ Ｂ Ｂ 文化財保護課 62 

２ 文化財の保存と管理 Ｂ Ｂ Ｂ 文化財保護課 64 

３ 文化財の啓発と活用 Ｂ Ｂ Ｂ 文化財保護課 66 

４ 郷土芸能の継承と支援 Ｂ Ｂ Ｂ 文化財保護課 67 
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【主管課における自己評価のまとめ】 

教育総務課 

学校給食における地産地消の推進により、地元の名産品のトマト

カレーを提供するとともに、姉妹都市の会津坂下町のお米を提供す

ることにより、児童生徒の食の関心を深めることが出来ました。 

また、劣化が進んでいた石戸小の擁壁及び外構と宮内中の屋内運

動場トイレ改修工事を実施するとともに、南小学校には防球ネット

を設置し、校庭周辺の安全確保を図りました。 

引き続き、安全に配慮した学校施設の整備を順次進めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

学校教育課 

平成２５年から始まった小中一貫教育（学校４・３・２制）を基

軸とした研究への取組が市内全校の取組として充実していることか

ら取組評価を「ａ」と評価しました。 

また、働き方改革の推進について、前年度を上まわる勤務時間外

在校時間の成果を挙げたことから、取組評価において「ａ」と評価

しました。 

 

  



73 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課 

基本目標Ⅱでは、施策２において、各種人権教育啓発資料を作成・

配布し、市民の人権意識の啓発を図ることができたことから「Ａ」

評価としました。 

その他、今年度は新型コロナウイルスにおける公共施設の休館等

の影響で実施できなかった事業等もあり、参加人数の増加に結び付

いていないことから、「Ｂ」評価としました。 

 

 

 

 

 

文化財保護課 

基本目標Ⅳ‐１においては、通常の試掘や発掘調査に加え、重要

遺跡の内容確認調査を実施し、貴重な成果を上げています。 

また、基本目標Ⅳ‐２における文化財の保存と管理については、

施設移転が決まらない中で、積極的に対応しました。基本目標Ⅳ‐

３、４における文化財の啓発や郷土芸能の活動については、コロナ

禍により例年になく事業の中止や延期が続き、予定された成果とは

なりませんでしたが、翌年度の事業実施に向け見直し等実施しまし

た。 

 

（注１）生涯スポーツに関する事務は令和元年度まで市長部局所管となります。 

（注２）学校保健体育に関する事務の主管課は「学校教育課」となります。 
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【外部評価者講評】 

 

埼玉大学名誉教授 清 水   誠 （敬称略） 

令和２年度教育行政の重点施策に沿って推進された 31 の施策につ 

いて点検評価した。各個別取組全てにおいて目標を明確にして取り組 

んだことを確認することができた。特に、基本目標Ⅱの施策２「人権啓発活動の推 

進」や基本目標Ⅲの施策１「小中一貫教育に係る教育活動の推進」策において期待 

水準を上回る成果を上げていることを確認することができた。令和２年度の重点項 

目の一つである「小中一貫教育（学校４・３・２制）に係る教育活動の推進や少人 

数学級を実現するための取組」では学級満足度調査が示すように児童生徒への効果 

が明確に現れ、生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進では人材情報バンク登 

録者数が第２期教育振興基本計画の目標を上回っていることを確認できた。新型コ 

 ロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった事業も多い中、北本市教育委員会 

 が各学校・保護者・市民等と連携して期待する成果を挙げたと評価できる。 

 

 

元埼玉県教育局南部教育事務所所長 金 子 美智雄 （敬称略） 

北本市教育振興基本計画も第２期３年目となったが、新型コロナウ 

イルス感染症の蔓延による緊急事態宣言下にあった、多くの事業が中 

 止、延期を余儀なくされた。そのような中ではあったが、各課の施策において、概 

 ね期待どおりの成果を挙げることができたことは、大いに評価できる。 

  ことに、基本目標Ⅰ施策１小中一貫教育（学校４・３・２制）の推進にあたって 

 は、９年間の連続性を重視した指導や教科担任制、小中相互乗り入れにより期待以 

 上の成果を認めることができた。また、基本目標Ⅱ施策２「人権啓発活動の推進」

では人権教育啓発資料の刊行、人権教育啓発講座の開催などにおいて、期待以上の

成果を挙げたことが報告されている。さらに、基本目標Ⅲ施策３「教職員の働き方 

改革の推進」においては、ＩＣカードを使用して客観的な在校時間の把握を行い、

勤務時間外の在校時間の減少を図ることができたことは、大きな成果と言える。 

全体を通して、各施策に対する教育委員会の評価も妥当と思われる。今後は、各

施策の推進において、教育委員会の取り組みが各学校、保護者、市民と連携し、設

定された目標の達成が図られることを期待したい。 
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７ 指標一覧 

 

  第２期北本市教育振興基本計画において定められている各指標の数値目標について、

令和２年度末におけるその状況は次のとおりでした。 

関連施策 指標 
令和元年度末 

（太字は達成） 

令和２年度末 

（太字は達成） 

第２期教育振興 

基本計画の目標 

（令和４年度末） 

Ⅰ１ 

ほか 

県学習状況調査の各学年の平均正

答率が県平均を上回る教科の割合 
７１．４％ ３５．７％ １００.０％ 

Ⅱ７ 

新体力テスト総合評価５ランク

中上位３ランクである児童生徒

の割合 

７８．６％ － ８７．０％ 

Ⅱ６ 
学校給食における地場産食材の使用量

＊下段に５月１日児童生徒数を参考掲載 

８，２２７㎏ 

（4,406人） 

９，０６７㎏ 

（4,264人） 
１０，０００㎏ 

Ⅲ４ 

Ⅳ２ 

放課後子ども教室における学童

との共通プログラムの実施頻度 

各教室 

８回／年 

各教室 

０回／年 

各教室 

３５回／年 

ⅢⅠ 

（Ⅰ１・Ⅱ５） 

学校４・３・２制における児童生

徒の交流活動実施回数 
２０４回／年 １８回／年 ２４０回／年 

Ⅳ４ 
学校応援団の年間支援活動日数

（１校平均） 
１８５日 １１７日 １８０日 

Ⅴ１ 市民大学きたもと学苑の講座数 ２３８講座 ９０講座 ２５０講座 

Ⅴ１ 人財情報バンク登録者数 １６８人 １８４人 １８０人 

Ⅴ１ 市役所出前講座 ２５件／年 ６件／年 ３５件／年 

Ⅴ２ 
市民１人当たりの公民館年間利

用回数 
６．４回 ２．８回 ７．５回 

Ⅳ３ 

Ⅴ２ 

市民１人当たりの図書資料年間

貸出点数 
５．０冊 ４．０冊 ５．８冊 

Ⅴ２ 
市民１人当たりの野外活動セン

ター年間利用回数 
０．９回 ０．４回 １．０回 

Ⅵ１ 
保護されている指定・登録文化財

件数 
５３件 ５３件 ５５件 

Ⅵ３ 
文化財学習講座及び小・中学校学

習支援講座数 
３３講座 ８講座 ３０講座 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため各種事業が中止となったことか
ら、指標に影響が出ていますのでご了承ください。 
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８ 教育委員会の活動状況 

 

（１）教育委員会会議 

区分 日付 
報告・議案 

件数 
議事内容 

定例 4月 23日 

報告 ５件 
令和元年度各小・中学校第３学期の状況、令和元年度学

力向上・生徒指導推進事業実施状況等の報告。 

議案 ３件 

北本市立学校の適正規模等に関する検討、平成３１年度

教育委員の学校訪問、北本市就学支援委員会委員の委嘱

等の議案の議決。 

定例 5月 28日 

報告 ３件 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況等の報告。 

議案 ２件 
学校協議会委員・外部評価委員の委嘱、北本市立堀の内

集会所運営委員会委員の委嘱等の議決。 

臨時 6月 18日 議案 １件 
令和２年第２回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 6月 25日 

報告 ６件 
教育長の決裁処分、北本市青少年指導委員会委員の委嘱

等の報告。 

議案 ５件 
北本市立学校における働き方改革基本方針について、学

校協議会委員・外部評価委員の委嘱等の議案の議決。 

臨時 7月 15日 議案 １件 令和３年度使用中学校用教科用図書選定の議案の議決。 

定例 7月 22日 

報告 ４件 教育長の決裁処分等の報告。 

議案 ３件 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告書、令和３年度使用中学校用教科用図書採択等の

議案の議決。 

定例 8月 22日 

報告 ３件 
令和２年度各小・中学校第１学期状況、上尾道路建設に

かかる文化財の保存と活用等の報告。 

議案 １件 
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告書の議案の議決。 

臨時 9月 2日 議案 １件 
令和２年第３回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 9月 23日 

報告 ４件 
第４回きたもとピアノフェスティバルの開催、北本市青

少年指導委員会委員の委嘱等の報告。 

議案 ３件 令和３年度当初教職員人事異動の方針等の議案の議決。 
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定例 10月 22日 

報告 ２件 こども図書館の指定管理者選定等の報告。 

議案 ０件  

臨時 11月 16日 議案 ３件 
北本市立堀の内集会所設置及び管理条例の一部を改正

する条例等の議案の議決。 

定例 11月 26日 

報告 ２件 令和２年北本市成人式開催概要等の報告。 

議案 １件 
北本市立小・中学校における携帯電話の取扱いに係る方

針等の議案の議決。 

臨時 12月 9日 議案 １件 
令和２年第４回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 12月 24日 

報告 ３件 北本市教育委員会委員の学校訪問のまとめ等の報告。 

議案 １件 令和２年北本市立小・中学校入学通知の議案の議決。 

定例 1月 29日 

報告 ４件 令和２年度各小・中学校第２学期状況等の報告。 

議案 ３件 
北本市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止す

る告示等の議案の議決。 

定例 2月 18日 

報告 ２件 教育長の決裁処分の報告。 

議案 ５件 
北本市立小・中学校管理規則の一部改正等の議案の議

決。 

臨時 3月 1日 議案 １件 
令和３年第１回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 3月 18日 

報告 ９件 
令和２年度就学支援委員会の支援結果、北本市地区公民

館等令和３年度事業計画等の報告。 

議案１４件 
令和３年度教育行政の重点施策、令和３年度指導の重

点・努力点について等の議案の議決。 
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（２）総合教育会議 

  開催なし 

 

（３）学校訪問・社会教育施設等訪問 

区分 日付 概要 

学校訪問 11月 13日 北小学校、中丸東小学校、栄小学校 

社会教育施設等 

訪問 
11月 16日 

南部公民館、中丸公民館、体育センター、コミュニ

ティセンター、学習センター 
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９ 資  料 

 

（１）教育委員会教育長・教育委員            （令和３年３月３１日現在） 

職   名 氏   名 教育長・教育委員の任期 

教 育 長 清 水   隆 平成３０年 ７月１日～令和 ３年 ６月３０日 

職務代理者 大保木 道 子 平成２２年１０月１日～令和 ４年 ９月３０日 

委   員 金 井   裕 平成２５年 ４月１日～令和 ３年 ３月３１日 

委   員 安 田 美詠子 平成２６年１０月１日～令和 ４年 ９月３０日 

委   員 久保田 篤 正 平成２９年 ７月１日～令和 ３年 ６月３０日 

委   員 加 藤 潤 一 令和 元年１０月１日～令和 ５年 ９月３０日 

 

（２）教育委員会の組織                  （令和２年３月３１日現在） 
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（３）公立学校施設 

ア 小学校                   （令和２年５月１日現在） 

学 校 名 児童数（人） 学級数 

中丸小学校 ４４１ １６ 

石戸小学校 ２７２ １２ 

南小学校 ３８６ １５ 

栄小学校 ５１ ７ 

北小学校 ４１０ １４ 

西小学校 ５３９ １９ 

東小学校 ４２０ １６ 

中丸東小学校 ２０７ １０ 

小学校合計 ２，７２６ １０９ 

  

イ 中学校                   （令和２年５月１日現在） 

学 校 名 生徒数（人） 学級数 

北本中学校 ５８３ １８ 

東中学校 ４９７ １７ 

西中学校 １４２ ８ 

宮内中学校 ３１６ １１ 

中学校合計 １，５３８ ５４ 
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（４）北本市教育施策大綱 

 

北本市教育施策大綱 
（平成３０年度～令和４年度） 

 

 

  グローバル化による多様性や急速な情報化・技術革新による社会的変化が進む中で、

北本の子供たちが大きな夢と志を持ち、時代に対応していくため、基礎的な知識・技能

を確実に習得し、それらを活用して、自らの人生を切り拓き、たくましく生きるための

力をはぐくみ、豊かな人間関係を築きながら、幸福な生涯を実現するとともに、北本市

の将来を担い、社会の中で役割を果たすことのできる人材を育成するため、教育は重要

な使命を担っています。 

この使命を果たすため、本市の教育行政を進めていく上での基本的な考え方として、

次の基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成  

教育の質を充実させるための土台づくりとして、主体的・対話的で深い学び（いわゆ

るアクティブ・ラーニング）の視点から授業改善を進め、指導方法の工夫・改善を行う

ことにより、児童生徒の学習過程を質的に高め、主体的･対話的で深い学びを実現させま

す。また、時代の変化や社会の変化に対応する教育を推進するとともに、義務教育９年

間における学びと育ちの連続性を重視した教育及び進路指導・キャリア教育を推進する

ことにより、児童生徒の「生きる力」をはぐくみ、一人一人の自己実現を支援します。 

さらに、様々な道の専門家にふれる事業を推進することにより、児童生徒の豊かな感

性をはぐくむとともに、特別な教育的支援を必要とする子供たちに対する支援、指導体

制等の整備を推進します。 

 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成  

幼児から高齢者に至るそれぞれの年代において、相手を思いやる心、感動する心など、

○基本理念 

○基本目標 
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人権を尊重する意識を育て、差別のない社会を目指すため、人権啓発活動の推進を図り

ます。 

学校においては、他人を思いやる心や公共の精神を養うため、心の教育やボランティ

ア・福祉教育の充実を図るとともに、いじめや不登校、暴力行為などの問題解決に積極

的に取り組みます。また、児童生徒の健康の保持増進、体力向上などを図るとともに、

交通安全や防災などの安全教育の推進に努めます。 

 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進  

各小・中学校のホームページ等を利用した情報発信や学校協議会等の効果的な活用に

より、地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりを推進するとともに、

教職員研修の一層の充実、人事配置の改善、人事評価制度の活用等を図ることにより、

一人一人の教職員の資質の向上や総合的な学校力の向上を図ります。また、学校施設を

はじめとした、安全で快適な教育環境の整備を推進します。 

さらに、幼稚園・保育園・小学校及び小・中学校の連携や小中一貫教育を推進し、子

供たちの幼児期から義務教育９年間を見通した教育活動を行います。 

 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上  

主に保護者が子供たちに基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを身に付け

させるために行う、家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進を図るととも

に、地域の教育推進体制の充実を図ります。また、こども図書館等を活用して、親子で

読書に親しむ機会を提供するなど、子供の読書活動の推進を図ります。 

さらに、地域活動室事業と学校応援団の活動の推進をとおして地域との絆を深め、地

域の教育力の向上を図るとともに、学校における教育活動の充実を図ります。 

 

Ⅴ 生涯学習の支援  

市民が生涯を通じて学習することができ、学習した成果が適切に評価され、社会に還

元されるような生涯学習による生涯学習のまちづくりの実現を推進するとともに、生涯

学習の活動の拠点となる学習施設の整備・運営の充実に努めます。また、市民への文化

芸術活動の発表の場の提供や地域文化の振興をとおして、市民の文化芸術活動を推進し

ます。 

 

Ⅵ 文化財保護の推進  

地域で長く培われてきた北本の歴史・伝統・文化への理解を深め、次の世代に守り伝

えるため、貴重な文化財の調査・保存を進めるとともに、郷土芸能の保存と振興に努め

ます。また、文化財への理解を深め、これを活用するため、文化財の情報の発信と啓発

事業の充実に努めます。  
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北本市教育施策大綱と北本市教育振興基本計画との関係図 

 

 

 

 

 

 

○基本理念 

「共に学び 未来を拓く 北本の教育」 

○基本目標 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

Ⅴ 生涯学習の支援 

Ⅵ 文化財保護の推進 

 

実行計画 

 

 

 

  

 

 

 

北本市・北本市教育委員会 

 

 

 

北本市教育施策大綱 

第２期北本市教育振興基本計画 

（平成３０年度～令和４年度） 

（平成３０年度～令和４年度） 
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（令和２年度実施事業） 

教育委員会の事務に関する点検評価報告書 

 発    行 令和３年８月 

 編    集 北本市教育委員会 

 〒364-8633 埼玉県北本市本町１丁目１１１番地 

 Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－５９１－１１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５９２－５９９７ 

 Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.kitamoto.lg.jp 

 Ｅ-mail   a04400@city.kitamoto.lg.jp 
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      〔シンボルマーク〕         〔市の木〕さくら           〔市の花〕 菊 
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